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船舶事故調査報告書 

 

 

船 種 船 名 漁船 第十一大栄丸 

漁船登録番号 ＮＳ１－１０４５ 

総 ト ン 数 １３５トン 

 

事 故 種 類 転覆 

発 生 日 時 平成２１年４月１４日 ０８時０５分ごろ 

   発 生 場 所 長崎県平戸市平戸島西方沖 

           生月大橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位２４３°９.１海里付近 

           （概位 北緯３３°１７.０′ 東経１２９°１６.６′） 

 

 

平成２２年５月２０日 

運輸安全委員会（海事部会）議決 

                   委 員 長  後 藤 昇 弘 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  石 川 敏 行 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁船第十一大栄
だいえい

丸は、船長、漁ろう長ほか乗組員２０人が乗り組み、長崎県平戸市

平戸島西方沖を東シナ海の漁場に向けて航行中、平成２１年４月１４日０８時０５分

ごろ転覆し、０８時３０分ごろ沈没した。 

 乗組員２２人のうち、１１人が死亡し、１人が行方不明になり、１０人が救助され

たが、発熱、肺炎等で全員入院した。 

第十一大栄丸は、後日引き揚げられたが、全損となった。 
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１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２１年４月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか４人の船舶事故調査官を指名した。また、本事故の調査には、１人の地方事故

調査官（長崎事務所）が参加した。 

 

1.2.2 調査協力等 

独立行政法人海上技術安全研究所 海難事故解析センターから、荒天時における

まき網漁船の挙動、操船等に関する解析のための協力を得るとともに、これらに関

する基準、研究成果等の情報提供を受けた。 

 

1.2.3 調査の実施時期 

平成２１年４月１５日～１７日、５月８日～１１日、６月９日～１１日 口述聴取 

平成２１年４月１５日、１６日、５月７日、９日、６月１０日、１０月１日 現

場調査 

平成２１年１１月６日、９日、１２日、１９日、３０日 回答書受領 

 

1.2.4 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 乗組員等の口述、航海日誌等による事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、第十一大栄丸（以下「本船」という。）の乗組員、

僚船の乗組員及び本船の船舶所有者である大栄水産株式会社（以下「Ａ社」という。）

の担当者の口述並びに僚船の航海日誌及び無線日誌によれば、次のとおりであった。 

(1) 出港から事故発生海域付近に至るまでの経過 

平成２１年４月１４日０７時００分ごろ、長崎県平戸市生
いき

月島
つきじま

の舘
たち

浦
うら

漁港

の天気は小雨、北～北東の風約１０m/s で波はほとんどなく、ふだん出港す

るときの状況と変わらなかったため、本船を含む２か統１０隻のＡ社所属ま

き網漁船団は、予定どおり東シナ海の漁場に向け、出港することとした。 
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本船の船団は、本船（網船＊1）、第一大栄丸（灯船＊2）、第八大栄丸（灯

船）、第三十八大栄丸（運搬船＊3）及び第五十八大栄丸（運搬船）の５隻で

構成（以下「本船船団」という。）され、もう一つの船団は、第二十三大栄

丸（網船）、第二大栄丸（灯船）、第十五大栄丸（灯船）、第十八大栄丸（運

搬船）及び第五十二大栄丸（運搬船）の５隻で構成（以下「２３号船団」と

いう。）されていた（以下、本船船団の構成船舶をそれぞれ「１号」、     

「８号」、「３８号」、「５８号」といい、２３号船団の構成船舶をそれぞ

れ「２３号」、「２号」、「１５号」、「１８号」、「５２号」という。）。 

０７時１５分ごろ、本船は、船長、漁ろう長及び通信局長（以下「局長」

という。）が操舵室に、その他の乗組員１９人が船首尾の出港配置につき、船

長の操船により出港した。 

本船は、離岸して約３分後、平戸市平戸島と生月島を結ぶ生月大橋を通過

し、長崎県佐世保市宇久
う く

島と同県小値賀
お ぢ か

町野崎島の中間に向けた西南西の針

路、約１２.３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）、機関回転数毎

分（rpm）６１０～６２０、翼角２１°として航行した。 

本船は、０７時２０分ごろ、一等航海士（以下「一航士」という。）が昇

橋して船長と操舵を交替する一方、生月島の島陰から出ると、やや強くなっ

た北～北北東風及び北北東～北東からの波高１～３ｍの追い波を受けるよう

になったが、大きく動揺することもなく、ふだんからこの程度の波で避航す

るようなことはなかったため、続航した。 

本船船団は、生月大橋下を通過して生月島の島陰から出た後、１号が本船

の左正横方０.５～０.６海里（Ｍ）、８号が本船の右正横方約１Ｍ、３８号

が本船の正船尾方約２.０～２.２Ｍ、５８号が３８号の正船尾方約１.０～ 

１.２Ｍに配置する隊形をとって航行した。 

漁ろう長は、そのときの速力では予定の１７時より早く漁場に到着するこ

とから、減速するよう一航士に指示した。 

０７時３０分ごろ、二等航海士（以下「二航士」という。）が昇橋して一

航士と操舵を交替し、０７時５０分ごろ、甲板員の１人（以下「甲板員Ａ」

という。）が昇橋し、０７時５５分ごろ、二航士と操舵を交替して二航士は降

                         
＊1  「網船」とは、１そうまきのまき網漁船団において、まき網を積載し、魚群の探索と魚群をまき

網で囲い込んで漁獲する中心的な役割を担う漁船をいい、漁ろう長が乗り組み、船団の司令塔の役

割を担う。 
＊2  「灯船」とは、まき網漁船団において、魚群探索と水中灯により魚を集める役割を担う漁船をい

い、通常、１船団に２隻の灯船が含まれる。 
＊3  「運搬船」とは、まき網漁船団において、漁獲した魚を漁場から市場に運搬する役割を担う漁船

をいい、通常、１船団に２隻の運搬船が含まれる。 
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橋した。この間、本船は、西南西の針路を保ち、約１２～１３kn の速力で航

行を続けた。 

(2) 転覆に至る経過 

０８時００分ごろ、漁ろう長と２３号の通信局長は、無線で交信し、漁ろ

う長が「ふとか波が来よんなあ（大きな波が来ている）」と話し、２３号の通

信局長が応答した。 

０８時０２分ごろ、本船の右斜め後方（北北東～北東）から、これまでよ

り高い上述の波が接近するのを漁ろう長が見、同時に、船長は甲板員Ａと操

舵を交替し、操舵室内において、漁ろう長が右舷側、一航士が左舷側前方、

甲板員Ａが左舷側後方及び局長が操舵室後部の通信室という配置で航行した。 

船長は、漁ろう長に確認の上、本船が右舷船尾から第１の波（以下「第１

波」という。）の頂に追い越されるよう取り舵をとり、約１°～２°左方に変

針した。 

本船は、船長が主機の回転数を落とし、波に乗ったようになり、第１波の

頂が船尾に接近すると、船尾が持ち上がった態勢になった。 

船長が操舵を始めて約１分後、本船は、船尾が第 1波の頂に追い越され、

船尾に大きな波しぶきが上がり、数秒間、左舷側に傾いた。 

そのとき、第２の波（以下「第２波」という。）の頂が第１波よりやや北寄

りとなる右斜め後方から接近していた。 

本船は、第１波の頂に追い越されて３～４秒後、船体後部に第２波を受け、

第２波は第１波より波高が高く波の前面が険しく、船尾が突き刺さるように

なり、更に約１５秒後、右舷側に大きく傾いたため、船長が前進、面舵一杯

をとり、漁ろう長が、「ゴヘイ（Go ahead.：前進）」、続けて「面舵一杯」と

号令をかけ、操船を確認した。 

本船は、第２波の背面の斜面を滑り落ちるように約２０°～３０°右傾斜

しながら、右舷ブルワーク上端が海水に浸かるか浸からないかの状態で右に

旋回を始めた。 

本船が１８０°近く回頭したとき、復原することなく右傾斜が増し続けた

ため、漁ろう長は、非常ベルを鳴らすよう指示し、局長が通信室から飛び出

し、操舵スタンドに装備された非常ベルのボタンを押した。漁ろう長は、「出

ろ、出ろ」と船内スピーカーで退船するよう指示し（以下「退船命令」とい

う。）、同時に操舵室内にいた局長、一航士及び甲板員Ａに対して「おまえら

も出とけ」と指示した。 

本船は、１８０°を少し超えるくらい回頭し、北北東～北東に向首した際、

右傾斜が約９０°となり、第２波の頂を越え右舷に傾き始めてから約１分後、
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一気に転覆した。 

０８時０５分ごろ、１８号の船長がＡ社の担当者（以下「担当者Ａ」とい

う。）に、２３号の通信局長がもう１人のＡ社の担当者（以下「担当者Ｂ」と

いう。）に、本船が転覆した旨を船舶電話で連絡した。 

(3) 転覆から沈没に至る経過 

本船は、転覆してしばらくの間は回転していたプロペラが、転覆によって

海上に浮遊した本船のロープを巻き込んでいた。本船は、転覆時には船首を

北北東～北東に向けていたが、北北東からの風及び波により右回頭しながら、

徐々に船首から沈下していった。 

０８時２８分ごろ、１８号の船長が、担当者Ａに、本船が沈没しつつある

旨を船舶電話で連絡した。 

同航していた僚船が次々に現場海域に到着したとき、本船は、船首を南南

西～南西に向けて、船尾船底、舵及びプロペラを海上に出し、プロペラが停

止して垂直に近い態勢となり、０８時３０分ごろ船首から沈没し、２３号の

通信局長が担当者Ｂに、本船が沈没した旨を船舶電話で連絡した。 

 

転覆日時は、平成２１年４月１４日０８時０５分ごろ、転覆場所は、生月大橋橋

梁灯（Ｃ１灯）（以下「生月大橋中央灯」という。）から２４３°９.１Ｍ付近（概位 北

緯３３°１７．０′ 東経１２９°１６.６′）、沈没時刻は、０８時３０分ごろ、

沈没場所は、転覆場所付近であった。 

 

2.1.2 １号及び８号のＧＰＳプロッターによる事故の経過 

(1) １号のＧＰＳプロッターに記録されていた約３０分ごとの１号の位置及び

１号の船長が転覆場所付近でプロットした本船の転覆場所のデータは、次の

とおりであった。 

時刻／場所 位  置 

０７時００分 舘浦漁港内（N33°21.39′E129°26.16′） 

０７時３０分 生月大橋中央灯から 223°（真方位、以下特記のほか同じ。）2.9Ｍ

（N33°19.07′E129°23.91′） 

０８時００分 生月大橋中央灯から 240°8.9Ｍ（N33°16.69′E129°17.07′） 

０８時３０分 生月大橋中央灯から 241°8.7Ｍ（N33°17.06′E129°17.20′） 

０９時００分 生月大橋中央灯から 237°3.8Ｍ（N33°19.15′E129°22.51′） 

転 覆 場 所 生月大橋中央灯から 243°9.1Ｍ（N33°16.99′E129°16.6′） 

(2) ８号のＧＰＳプロッターに記録されていた約２０分毎の８号の位置及び８
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号の船長が転覆場所付近でプロットした本船の転覆場所のデータは、次のと

おりであった。 

時刻／場所 位  置 

０７時００分 舘浦漁港内（N33°21.35′E129°26.17′） 

０７時２０分 生月大橋中央灯から 227°0.9Ｍ（N33°20.57′E129°25.48′） 

０７時４１分 生月大橋中央灯から 247°5.2Ｍ（N33°19.18′E129°20.52′） 

０８時００分 生月大橋中央灯から 247°8.9Ｍ（N33°17.67′E129°16.51′） 

０８時２０分 生月大橋中央灯から 242°9.3Ｍ（N33°16.80′E129°16.55′） 

０８時４１分 生月大橋中央灯から 237°7.3Ｍ（N33°17.18′E129°19.01′） 

転 覆 場 所 生月大橋中央灯から 243°9.1Ｍ（N33°17.0′E129°16.6′） 

 

2.1.3 着底の状況に関する情報 

船体の引き揚げを行ったサルベージ会社（以下「Ｂ社」という。）の回答書によれ

ば、本船の着底の状況は、次のとおりであった。 

着底場所 北緯３３°１７.１９′ 東経１２９°１６.４７′ 

着底場所の水深 ８５ｍ、船首方位 約２５０°（磁針方位） 

船体の姿勢 正常（船底を海底に着けて上甲板を海面に向けた姿勢） 

 

2.1.4 船内時計の時刻 

船体が引き揚げられた際、船内時計が指していた時刻は次のとおりであった。 

左舷側  右舷側 

操舵室 通信室 ０８：０３

食堂左舷壁 １２：０７ 上甲板 

航海士室 船倉 

前部居住区

機関士室 

船長室船首側 ０８：００ 局長室船首側 ０８：２０

機関長室右舷側 ０８：２０ 漁ろう長室左舷側 ０８：０８

漁ろう長室右舷側 ０８：１２

機関監視室 ０８：１８
船倉 

機関室 

船員室（前） 船倉 

後部居住区

船員室（前） 

船員室（後） 船員室（後） 

サロン左壁 ０８：２１

（付図１ 推定航行経路図、付図２ １号及び８号の航跡及び本船船団の隊形、付図

３ 本船の一般配置図、付図４ 転覆の経過概略図 参照） 
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２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

本船の乗組員の口述及び佐世保海上保安部の回答書によれば、次のとおりであった。 

船長、漁ろう長、二等機関士（以下「二機士」という。）、甲板員Ａほか甲板員６人

（以下、それぞれ「甲板員Ｂ」、「甲板員Ｃ」、「甲板員Ｄ」、「甲板員Ｅ」、「甲板員Ｆ」、

「甲板員Ｇ」という。）及び機関員の計１１人が、船内で溺死し、１人の甲板員（以下

「甲板員Ｈ」という。）が、行方不明となった。なお、甲板員Ｈは、後日、除籍された。 

機関長、局長、一航士、二航士及び甲板員６人（以下、それぞれ「甲板員Ｉ」、「甲

板員Ｊ」、「甲板員Ｋ」、「甲板員Ｌ」、「甲板員Ｍ」、「甲板員Ｎ」という。）の計１０人は、

僚船に０８時３０分ごろ救助され、直ちに舘浦漁港に搬送された。これら乗組員には、

惨事ストレス＊4による情動＊5、行動等の障害及び発熱が認められたことから、上陸後、

全員が入院した。入院後、１人に手指の脱臼、５人に擦過傷、打撲等が判明したが、

残りの４人にけがはなかった。入院中、８人が発熱し、うち２人が肺炎にかかったほ

か、全員に不眠、虚脱状態等が認められたが、平成２１年４月３０日に５人、翌５月

１日に５人が退院した。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船体引き揚げのための予備潜水調査及び引き揚げ後の現場調査によれば、本船には、

ファッションプレート＊6とその防とう
．．

材＊7、付加物等に上方への曲損が、主マストに

船首方への折損が、両舷 No.７燃料タンクの船側側
せんそくがわ

タンク壁（外板）に凹損が、機関

室内置きタンクのタンク壁６面に凹損が、後部居住区の４本のピラーに曲損が、操舵

室前面左から２番目の窓ガラスに破損が、航海計器等のブラウン管に破裂が、主機、

補機、電気設備等に濡れ損が生じた。 

なお、本船は、後日、引き揚げられたが、全損となった。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

船長 男性 ４４歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和６２年１０月６日 

                         
＊4

  「惨事ストレス」とは、通常の対処行動機制がうまく働かない問題や脅威（惨事）に直面した人

か、惨事の様子を見聞きした人に起こるストレス反応をいう。 
＊5

  「情動」とは、感情の一側面で、急激に生起し、短時間で終結するものの、比較的強力な一過性

の感情状態又は感情体験をいう。 
＊6

  「ファッションプレート」とは、最上層の甲板より上方の船首外板をいう。 
＊7

  「防とう
．．

材」とは、板材等のたわみや座屈を防止するための補強材をいう。 
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免 状 交 付 年 月 日 平成１８年２月２０日 

免状有効期間満了日 平成２３年７月１１日 

漁ろう長 男性 ６１歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４３年８月２３日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１６年９月２９日 

免状有効期間満了日 平成２２年２月２８日 

局長 男性 ４４歳 

第四級海上無線通信士 

免 許 年 月 日 昭和６１年１０月２１日 

免状交付年月日 平成２１年５月２９日 

一航士 男性 ２８歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１５年９月３日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年５月２０日 

免状有効期間満了日 平成２５年９月２日 

  (2) 主な乗船履歴及び健康状態 

Ａ社の担当者Ａ、局長及び一航士の口述並びにＡ社の回答書によれば、次の

とおりであった。 

船長 

昭和５８年５月にＡ社に入社し、網船の甲板員として乗り組み、昭和６３

年に一等航海士になり、平成４年８月に本船の船長になった。 

視力及び聴力は正常で、健康状態は良好であった。 

漁ろう長 

昭和４１年４月にＡ社に入社して運搬船や網船に乗り組み、昭和４７年に

初めて船長として運搬船に乗り組んだ。昭和５２年から網船に船長として乗

り組み、昭和６３年４月に漁ろう長になり、平成１４年３月から本船に漁ろ

う長として乗り組んだ。 

 視力及び聴力は正常で、健康状態は良好であった。 

局長 

昭和５８年４月にＡ社に入社し、第五十一大栄丸（運搬船）の司厨員とし

て初めて乗り組み、平成１４年３月から本船の通信局長になった。 

視力及び聴力は正常で、健康状態は良好であった。 

一航士 

平成１０年４月にＡ社に入社し、本船に甲板員として初めて乗り組み、平
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成１７年４月に本船の一等航海士になった。 

視力及び聴力は正常で、健康状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

漁船登録番号 ＮＳ１－１０４５ 

主たる根拠地 長崎県平戸市 

船舶所有者 Ａ社 

総 ト ン 数 １３５トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ ４５.５５ｍ×７.８０ｍ×３.２０ｍ 

水 線 長 ４２.９ｍ（計画満載喫水２.８ｍにて） 

満載喫水線＊8 海水満載喫水線 甲板線の上縁から下方へ４１６mm 

船 質 鋼 

操 業 区 域 東海黄海海区及び北部太平洋海区 

用 途 漁船 

主 機 ディーゼル機関１基 

出 力 ６４０（漁船法馬力数） 

推 進 器 ４翼可変ピッチプロペラ１個 

最大搭載人員 船員２６人、その他２人計２８人 

進 水 年 月 平成元年４月 

 

2.5.2 性能等 

(1) 本船の新造時の海上公試運転の結果によれば、次のとおりであった。 

試験条件 水線長 排水量 平均喫水 

４３.００ｍ ３６９.０１ｔ ２.９１５ｍ 

速力試験 負 荷 速 力 翼 角 主機回転数(rpm)

１／４ ８.８６kn １２.０° ６１０rpm 

１／２ １１.１７kn １６.２° ６１０rpm 

３／４ １３.０４kn １９.８° ６１０rpm 

４／４ １３.８２kn ２２.０° ６１０rpm 

11／10 １３.９９kn ２２.８° ６１０rpm 

旋回試験 舵 角  左３５° 右３５° 

転舵時間／最大横傾斜 ６秒／７° ６秒／７° 

最大縦距／最大横距 ６６ｍ／５８ｍ ６８ｍ／５９ｍ 

                         
＊8

  「満載喫水線」とは、船舶安全法（昭和８年３月１５日法律第１１号）第３条に基づく満載喫水

線規則（昭和４３年８月１０日運輸省令第３３号）により算出された船舶の満載時の最小乾舷の標

示をいう。 
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１８０°回頭時 ４４.２秒 ４２秒 

３６０°回頭時 ８３.８秒 ８２.６秒 

 

(2) 積載物等 

本船の設計図書及び乗組員の口述によれば、次のとおりであった。 

事故発生当日は漁初日の出港日であり、本船は、燃料を満載重量約    

６７.７ｔに対して約５０ｔのほか、清水、食料、漁具等を満載しており、排

水量は約４６１ｔで、このときの平均喫水は、約２.８ｍであった。この状態

において、右傾斜により右舷ブルワーク上端が没水する角度は、約２３°で

あった。 

 

2.5.3 事故発生時の状態 

現場調査、佐世保海上保安部及びＢ社の回答書並びに本船乗組員の口述によれば、

次のとおりであった。 

(1) 閉鎖装置等 

暴露部に面する開口の閉鎖装置は、ハッチが４か所、船橋構造物の扉が３

か所、船首倉庫の扉が１か所で、転覆直前の各閉鎖装置の開閉状況は、次の

とおりであった。 

開口・閉鎖装置 種 別 開閉状態 

船首倉庫出入口扉 水密 開放 

船首倉庫奥ハッチ 非水密 開放 

前部上甲板右舷ネットストアハッチ 非水密 閉鎖 

操舵室左舷後部出入口扉 風雨密 開放（サッシドア脱落） 

食堂船首側出入口扉 水密 開放 

操業準備区画船尾側出入口扉 水密 開放 

後部居住区脱出口ハッチ 水密 閉鎖 

舵機室出入口ハッチ 水密 閉鎖（圧壊状態） 

(2) 舵角、主機の状態、翼角及び横傾斜角 

 舵 角 主機の状態 翼 角 

実機 右３２° ６１０rpm 前進２２° 

操舵室計器類 右２５° 操縦レバー：全速前進位置 

負荷指示計の指示値：８（1/4負荷相当） 

前進２１° 

操舵室の傾斜計は、最大値指示針が、右は最大値の５０°を超えて振り切

れ、左は３２°を指し、傾斜指示針は右３４°を指していた。 

(3) 不具合及び故障 

本事故発生時、本船の船体、機関及び機器類に、不具合又は故障はなかっ

た。 
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2.5.4 復原性基準への適合性 

本船は、次に示す平成２０年１０月２９日の改正前の船舶復原性規則（昭和３１

年１２月２８日運輸省令第７６号）の漁船の基準が適用され、適合していた。 

(1) ＧＭ（横メタセンタ高さ）＊9が、すべての使用状態＊10において次の算式で

算定した値以上となるものでなければならない。 

０.０４Ｂ＋０.５４
Ｄ

Ｂ
－α（ｍ） 

（Ｂは幅、Ｄは深さ、αは乾舷＊11と深さの比から決まる定数） 

(2) まき網漁船の網船（以下「まき網船」という。）は、特別基準として、限

界傾斜角＊12における復原てこ（ＧＺ）＊13が、環索締め付け＊14により生ずる傾

斜偶力てこ＊15以上でなければならない。なお、環索締め付けによる傾斜偶力

は、環まきウインチ容量の２倍の１４.１４ｔと船体中心線から環まきダビッ

ト先端までの距離４.３１６ｍの積の６１.０３t･m が想定されている。 

 

なお、平成２０年１０月２９日の同規則改正により、平成２１年１月１日以降に

建造される漁船については、ＩＭＯの非損傷時復原性コード＊16（Intact Stability 

Code。以下「ＩＳコード」という。）との整合性を考慮して見直され、新たなＧＭ基

準、旅客船と同等の定常風下の波浪で動揺しているときに突風が吹いた場合の動復

原力基準、操業中横傾斜角基準等が適用されるようになった。 

 

                         
＊9  「ＧＭ（横メタセンタ高さ）」とは、船舶が横傾斜したときの浮力中心を通る浮力作用線と船体中

心線との交点を横メタセンタ（Ｍ）といい、船舶の重心Ｇと横メタセンタＭの距離をＧＭ（横メタ

センタ高さ）という。 
＊10 「すべての使用状態」とは、本船の場合、出港状態、漁場着状態、漁場発前状態、漁場発状態及

び入港状態をいう。 
＊11 「乾舷」とは、乾舷甲板（最上層の全通水密甲板）の上面から満載喫水線までの垂直距離をいう。 
＊12 「限界傾斜角」とは、旧船舶復原性規則第２４条第２項に定める船舶の直立状態から舷端が水面

に達するまでの横傾斜角又は１２°のうち小さい方の角度をいう。 
＊13 「復原てこ（ＧＺ）」とは、船舶の復原力が生じるときの重心Ｇと横傾斜θのとき、ＧＭtanθで

表され、船舶の排水量と復原てこ（ＧＺ）の積が復原力となる。 
＊14 「環索締め付け」とは、まき網漁において網の底側にある環状の錘に通す索（環索）を、魚が網

に入ったときに逃げないよう締め付けて、舷側から環の束を引き揚げることをいう。 
＊15 「傾斜偶力てこ」とは、風、船内での人や貨物の移動などの船体を傾斜させる外力を排水量で除し

た値をいい、船舶復原性規則において船舶の用途ごとに定められている。 
＊16 「ＩＭＯの非損傷時復原性コード」とは、ＩＭＯ（国際海事機関）において策定された非損傷時

の復原性基準をいい、大きく強制部と非強制部（勧告とガイドライン）とに分かれている。強制部

には、最小ＧＭ、ＧＺ曲線下の面積、定常風下の波浪で動揺しているときに突風が吹いた場合の動

復原力基準等が、非強制部には、漁船、コンテナ船等いくつかの船種毎の基準、荒天時の操船に関

する事項等が規定されている。 
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2.5.5 まき網船の特徴 

まき網船は、船団を組む灯船や運搬船と比べると、次のような特徴がある。 

(1) 船型 

本船を含む１３５トン型まき網船のほとんどは、船首楼付き一層甲板で、

中央に船橋、機関室を配置した船型が一般的である。灯船は、ほぼ同じであ

るが、上甲板の上層に隆起甲板が設けられるのが一般的である。運搬船は、

一層甲板で、船尾に船橋、船首に船首楼を配置した船型が一般的である。 

(2) 網 

１３５トン型まき網船で使用される網は、かつお・まぐろ網、さば網、あ

じ・さば網等の種類があり、標準的な網の規模は次表のとおり＊17で、このよ

うに広大で重い網を積み付けるため、船橋構造物の船尾側のほとんどを網の

積み付けスペースとしている。また、出港すると１日に何度も操業を行うの

と、たたんだ網の容積が大きく、重量が大きいことから、専用の固縛装置は

有さず、積載中はクレーンやデリックのブームで押さえ込んでいるだけであ

る。このため、海水が打ち込んだ場合、網が移動しやすい状態になっている。 

灯船及び運搬船には、暴露甲板上に移動のおそれがある網や重量物は積載

されない。 

種 類 長さ×幅 乾燥時重量 

かつお・まぐろ網 ２,２５０ｍ×３７５ｍ ３５.０ｔ 

さば網 １,６５０ｍ×３７５ｍ ２１.０ｔ 

あじ・さば網 １,３２０ｍ×３９８ｍ ２１.３ｔ 

(3) 乾舷及び上甲板上配置 

まき網船は、揚網の利便、効率のため、舷縁をなるべく低くして乾舷を減

じ、上甲板の右舷側船首から船尾にかけて大きな作業スペースを確保する必

要があることから、船橋構造物を左舷舷側に沿って配置し、右舷側にほぼ全

長にわたって木甲板を張った作業スペースとしている。 

一方、上甲板の前部は、上甲板の約６００mm 上に木甲板を張り詰めており、

ブルワークの高さを木甲板の面から１ｍを確保するため、上甲板からブル

ワーク上端までの高さが約１.６ｍある。 

灯船及び運搬船の乾舷は、まき網船と同程度であるが、灯船は隆起甲板を、

運搬船は船首楼及び船尾楼を設け、予備浮力を十分確保しており、上甲板上

の構造物等を左右対称に配置している。 

 

                         
＊17

 「まき網漁業の技術課題と改革に向けて－網規模に関わる課題－」、鹿児島大学水産部教授 井上

喜洋（海洋水産エンジニアリング２００９年１月号、（社）海洋水産システム協会編） 
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(4) 漁ろう機械等 

まき網船は、投揚錨、係船及び荷役用の設備に加え、投揚網、船上での網

さばき等に必要な漁ろう機械を、上甲板及び船首楼甲板上に設置しており、

これらの重量は、次表のとおりである。 

漁ろう機械等 重量（kg） 漁ろう機械等 重量（kg） 

パースウインチ ５,７５０ デリック等 １,２００

環巻きウインチ ２,２４０ 係船ウインチ １,０５０

環巻きダビット ２,６５０ アンカーウインチ ２９０

パワークレーン ７,３１０ 前部マスト ７５０

パワーブロック １,０５０ 後部マスト １,２００

ネットホーラ ５,９００  

サイドローラ ２,５００ 合   計 ３１,８９０

灯船及び運搬船は、投揚錨、係船、荷役用の設備を設置しているほか、灯

船には、前部隆起甲板上に水中灯を搭載している。 

(5) 暴露甲板 

まき網船は、網、漁ろう機械等を配置した上、なるべく大きな作業スペー

スを確保するため、暴露甲板の長さ及び幅を大きくし、一方、総トン数を一

定にするため、暴露甲板より下方が比較的瘠
や

せた船型になっており、最大復

原てこが生じる横傾斜角が小さく、復原力範囲が小さい。 

灯船は、水中灯を水中に投入して魚群を誘導する作業があるが、まき網船

のように大きな作業スペースを要するものではなく、運搬船では、大きな作

業スペースを要する作業はなく、暴露甲板の面積を大きくとる必要はない。 

また、灯船及び運搬船には、総トン数の制限がなく、暴露甲板を広くとる

必要がある場合は、それに応じて暴露甲板下の船型を自由に変えることがで

きる。 

（付図５ 灯船・網船・運搬船の比較、付図６ 中央断面形状の比較 参照） 

 

2.5.6 まき網船の現状 

(1) 現有勢力 

水産庁の漁船統計表第６１号（２００８年）によれば、総トン数５０トン

以上の鋼製まき網船の平成２０年１２月３１日現在の勢力は、次のとおりで

あった。 

総トン数 隻数 総トン数合計 総トン数平均 

５０～９９トン ２９隻 ２,３２０トン ８０トン 

１００～１９９トン ３２隻 ４,３３４トン 約１３５.４トン 

２００トン～ ４０隻 １４，７１９トン 約３６８トン 
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(2) 建造状況及び船型変化の推移 

漁船関係資料＊18によれば、昭和５８年から平成２０年までの２６年間に建

造された８０トン型まき網船は５９隻で、総トン数はすべて８０トンであり、

１３５トン型まき網船は８５隻で、総トン数はすべて１３５トンであった（た

だし、平成１６年から平成２０年までの建造数は、どちらも０隻＊19。）。 

８０トン型及び１３５トン型のまき網船の長さと幅と深さ（登録上の寸法）

の積を建造された年月の順に並べると次図のようになり、年々、上甲板の長

さ及び幅が、また、深さがわずかに大きくなる傾向がある。 

 

 

                         
＊18 「漁船」(社)漁船協会編及び「海洋水産エンジニアリング」（社）海洋水産システム協会編 
＊19

 平成１６年から平成２０年までの間、まき網船については、より安全性の高い船型として、５隻

の大型船が建造され試験操業が行われている。なお、水産庁では、平成１９年度から漁船漁業構造

改革支援事業を予算化し、同事業により建造された漁船による実証事業を支援している。（参考：

５隻のうち３隻は上記事業により建造されたまき網船。なお、本年４月から更に 1隻の大型船が実

証事業開始予定） 

本船 

２３号 

Ｌ･Ｂ･Ｄ

（ｍ３） 
Ｌ･Ｂ･Ｄ 

（ｍ３） 



- 15 - 

 

 

2.5.7 僚船に関する情報 

僚船の一般配置図によれば、本船と比較した場合の僚船の主要目は次のとおりで

あった。 

船 名 

（種類） 

総ﾄﾝ数 

（ﾄﾝ） 

水線長 

（ｍ） 

登録長 

（ｍ） 

幅 

（ｍ） 

深さ 

（ｍ） 

試運転最高

速力（kn） 

本船（網船） １３５ ４２.９ ３６.５０ ７.８０ ３.２０ １３.８ 

１号（灯船） ８５ ３８.８ ３４.９５ ６.３６ ３.０５ １３.７ 

８号（灯船） ８５ ３８.８ ３４.９８ ６.４０ ３.１０ 不明 

３８号（運搬船） ２５０ ４８.２ ４４.５ ８.０ ４.０ １３.６ 

５８号（運搬船） ３４３ ５９.２ ５３.５ ９.０ ４.４５ １５.１ 

２３号（網船） １３５ ３８.５ ３４.９ ７.６ ３.０５ １３.４ 

２号（灯船） ８５ ３８.８ ３４.９５ ６.３６ ３.０５ １３.７ 

１５号（灯船） ８５ ３８.８ ３４.９５ ６.３６ ３.１０ １４.２ 

１８号（運搬船） ３３４ ５３.３ ５１.０ ８.５６ ４.５０ １５.３ 

５２号（運搬船） ３０５ ５３.３ ５０.５ ８.５ ４.４ １４.６ 

（付図３ 本船の一般配置図、付図５ 灯船・網船・運搬船の比較、付図６ 中央

断面形状の比較 参照） 

 

２.６ 船舶の運航管理等に関する情報 

 2.6.1 運航管理 

局長、一航士、Ａ社の代表者、２３号の漁ろう長、船長及び一航士の口述によれ

ば、次のとおりであった。 

Ａ社は、本船を含む２か統１０隻のまき網船団を所有し運航していた。漁期は、

旧暦の毎月１９日から翌月の１３日までで、大潮と満月のときを休漁と決め、暦に

長さ

幅 

深さ 

長さ 

幅 

深さ 

S58――――――――――――→H15 S58――――――――――――→H15 

（ｍ） 
（ｍ）
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従って運航していた。 

毎年、８月初めに１５～２０日間、ドック整備を行っており、本船船団を先に整

備し、次に２３号船団を整備することとなっていた。 

Ａ社は、これらの船団運航に伴う船員の配乗、労務管理、漁具、食料、飲料水及

び燃料の補給並びにドック整備などの船舶工務の支援を行っていた。 

漁期中における、出港の可否、避航、休漁その他運航に関することは、すべて各

船団の漁ろう長が判断していた。また、漁ろう長は、出入港時、出港から航行の安

全が確認できるまでの間、荒天時、緊急時及び救難時には在橋し、見張り並びに気

象及び海象の観察を行うとともに、操船状況を監督し、必要に応じて操船号令をか

けていた。 

 

2.6.2 安全に関する活動 

(1) Ａ社による安全活動 

Ａ社の代表者及び役員並びに僚船の船長、漁ろう長等の口述によれば、次

のとおりであった。 

Ａ社は、漁期に入る前日に、網船の船長、漁ろう長と通信局長、灯船の頭

領＊20と船長、運搬船の船長、Ａ社の代表者及び役員が出席して月例会を開催

していた。 

月例会においては、前漁期の水揚げの報告、漁業関係法令違反の防止等に

ついての申し合わせを行うほか、Ａ社の代表者から、出席者に対して次のよ

うな安全等に関する注意を与えるとともに、乗組員に周知徹底するよう申し

渡していた。また、Ａ社は、各乗組員に固形式と膨脹式の２つの救命胴衣を

支給していた。 

・出入港、投揚錨、操業等の暴露部での作業時の救命胴衣及びヘルメット

の着用 

・台風、冬季、初春季等荒天時における早期の避航、漂泊等の実行 

・見張りの徹底 

・事故事例の紹介及び同種事故の発生防止に関する注意 

・船舶各部の整備、漁具整備の励行、作業甲板の整理整頓及び清掃 

また、平成６年に日本遠洋旋網組合から配付された「旋
まき

網漁船の安全運航

マニュアル」のモデルを基に、自社用の安全マニュアル及びチェックリスト

を作成し、所属船舶に配付した。同マニュアルには、荒天航走時の注意事項

                         
＊20 「頭領」とは、灯船で操業の指揮をとる役職をいう。１船団２隻の灯船にそれぞれ１人の頭領が

乗船している。 
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として、日頃からの準備、荒天が予想される場合の事前準備、荒天航行の一

般的な注意及びブローチング現象についての記述はあったが、追い波及び斜

め追い波中におけるブローチングや復原力減少等の航行の危険性及びそれを

回避するための詳細かつ具体的な操船についての記述はなかった。 

(2) 漁業協同組合等による安全活動 

長崎県まき網漁船海難防止検討会資料及び舘浦漁業協同組合理事の口述に

よれば、次のとおりであった。 

① 長崎県旋網漁業協同組合 

長崎県旋網漁業協同組合は、平成５年に発生した２件のまき網漁船の事

故を契機に、社団法人西部海難防止協会と共同で平成６年１月に、まき網

漁業事業者が整備すべき安全運航マニュアルのモデルを作成し、普及に努

めた。 

同モデルは、安全運航管理体制、安全運航推進体制、操業中止の目安、

安全運航対策、事故発生時の対応、点検チェックリスト及び教育・訓練か

らなり、荒天時航行の準備、注意事項等を網羅していた。 

 県内各地区において、まき網漁業者を対象に、年に数回、船員災害防止

協会等と共同で、海難防止、船員災害防止、救命胴衣着用による海中飛び

込み訓練、救命いかだへの乗り込み訓練等を内容とする海難防止講習会を

実施していた。 

② 日本遠洋旋網漁業協同組合 

 日本遠洋旋網漁業協同組合は、平成１５年度より水産庁の漁船安全対策

検討事業の一環として、大中型まき網漁船の転覆・衝突・海中転落事故等

の海難事故の削減、安全性向上の検討が進められ、平成１８年１１月、「船

舶安全運航の一助としての操業ガイダンス」を作成し、全組合員に配布し、

周知指導啓蒙を行った。 

③ 長崎県漁業協同組合連合会 

長崎県漁業協同組合連合会は、主に、救命胴衣の着用推進活動を実施し

ており、指導文書、ガイドラインを県下の漁業協同組合に送付するととも

に、巡回して講習会を開催していた。 

④ 水産庁等 

水産庁増殖推進部研究指導課、（独）水産総合研究センター水産工学研究

所及び（社）海洋水産システム協会は、平成１８～２０年度に、漁船操業

安全対策検討事業を実施し、漁船の航走中及び操業中の転覆事故防止のた

め、平成２１年３月に「漁船操業安全マニュアル」及び「漁船操業安全の

しおり」を作成し、全国の漁業関係者に配付した。 
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２.７ 気象及び海象に関する情報 

2.7.1 気象、海象観測値・海上警報及び潮流 

(1) 事故発生場所の東北東方２６.８km に位置する平戸特別地域気象観測所、

南西方２０.２km に位置する小値賀航空気象観測所及び南南西方３１.０km

に位置する上五島航空気象観測所（頭ヶ島
かしらがしま

）による事故発生直前の天気、風

向及び風速の観測値は、次のとおりであった。 

時 刻 平 戸 小値賀 頭ヶ島 

０７時００分 しゅう雨 

北６.４m/s 

 

北北東１０.８m/s 

 

北北東１１.１m/s 

０８時００分 曇り 

北７.７m/s 

 

北北東９.７m/s 

 

北北東１２.５m/s 

(2) 事故発生場所の南西方８４.１km に位置する長崎県五島市福江島に設置さ

れた気象庁の波浪計による事故発生直前の観測値は、次のとおりであった。 

時 刻 
有 義 波＊21 最 大 波 

周期(ｓ) 波高(ｍ) 周期(ｓ) 波高(ｍ) 

０７時００分 ５.４ １.８７ ５.５ ２.７５ 

０８時００分 ６.０ １.９７ ４.８ ３.６５ 

(3) 事故発生当日は、長崎西海上に海上風警報、海上濃霧警報が発表中であっ

た。 

 

2.7.2 気象及び海象解析値 

(1) 気象庁による沿岸波浪実況図によれば、事故発生日の０９時００分におけ

る事故発生場所及び同図に示されたＳ地点（玄海灘 北緯３４°１５′東経

１３０°００′）の波及び風の推算値は、次のとおりであった。 

事故発生場所 波高（合成波高＊22） 約２.５ｍ 

Ｓ地点 風向 北北東、２８kn（１４.４m/s） 

波向 北北東、波周期 ６秒、有義波高 ２.８ｍ 

(2) 京都大学防災研究所による解析＊23によれば、事故発生日０８時００分前後

の事故発生場所付近の波及び風の推定値は、次のとおりであった。 

風向 北北東、風速 １３～１５m/s 

波向 北北東～北東、波周期 ４.７～５.０秒 

                         
＊21 「有義波」とは、ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高いほうから順に全体の 1/3 の

個数の波を選び、これらの波高及び周期を平均したもの（有義波高、有義波周期）をいう。 
＊22 「合成波高」とは、風浪とうねりの波高を合成して求められる波高をいう。 
＊23 京都大学防災研究所ホームページ「第１１大栄丸海難事故海象解析結果」間瀬肇・森信人・安田

誠宏 サーフレジェンド Tracey Tom 2009 年 4 月 14 日 
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波長 ３４～３９ｍ、波高 １.６～２.０ｍ 

波速 ７.３～７.８m/s（１４.２～１５.２kn） 

（波の位相速度は、
２π

ｇ
Ｔ≒１.５６Ｔ（m/s）（ｇ：重力加速度９.８m/s２、

Ｔ：波周期（秒））） 

 

2.7.3 乗組員による観測 

本船乗組員及び僚船乗組員の口述並びに僚船の航海日誌によれば、次のとおりで

あった。 

(1) 出港時、港内の気象及び海象 

天気 小雨、風向 北北東～北、風速 約１０m/s 

波 なし、水温 約１６℃ 

(2) 出港後から事故発生場所付近までの風、波及び潮流 

風向 北北東、風速 １３～１５m/s（最大瞬間風速約１７m/s） 

波向 北北東～北東（右斜め追い波）、波高 約２～３ｍ 

潮流 北東約０.９kn 

(3) 転覆に直接関係した波 

２～３個の波が転覆に直接関係し、事故発生海域で観測された他の波（(2)

の波）より波高が高かった。 

第 1波 波向 北北東～北東、波高 約３～４ｍ 

第２波 波向 北～北北東、波高 約４～５ｍ 

第３波 事故発生海域の波とほぼ同じ波向及び波高 

(4) 事故発生直後の風及び波 

本船の乗組員は、救命いかだに乗り込んでから、いくつかの大きな波に遭

遇し、また、１号の乗組員は、本船が転覆して、救助のため本船に向けて   

北～北北東に針路をとったとき、正面からのいくつかの大波に遭遇した。 

 

２.８ 追い波及び斜め追い波中で生じる現象及びその発生条件 

追い波、斜め追い波の中を航行する船舶に生じる現象及びその発生条件は、次のと

おりである。 

(1) 波乗り及びブローチング 

① 現象 

追い波や斜め追い波中では、船舶が、波高の高い波の前方の下り斜面で加

速され、波と同じ速度で航行するようになる。この状態になると波による外

力が舵力を大きく上回り、舵効きが極端に低下して不安定となる（波乗り）。 
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この状態になると斜め追い波の力で船体は波に対して横向きになるよう旋

回し、波の進行方向に大きく横傾斜して転覆に至る場合がある（ブローチン

グ）。 

② 発生条件 

ＩＭＯが定めた荒天時運航ガイダンス＊24（以下「荒天時運航ガイダンス」

という。）では、波乗り及びブローチング発生条件を次の式で示している。 

１３５°＜α＜２２５° 

Ｖ＞（１.８ L ）/cos(１８０－α)（kn） 

α：正船尾を１８０°とした場合の波との出会角 

Ｖ：速力（kn）、Ｌ：水線長（ｍ） 

(2) 波の頂での復原力減少 

① 現象 

船体の中央部が波の頂にあり、船首尾が波の谷にある場合、船首尾の断面

は下細りの形状であることから、水位が下がると船首尾の水線面の幅が狭く

なり、復原力が減少する。通常、このような状態は一瞬であるが、船速が波

速に近づくとこのような状態が長く続くことになり、転覆や大傾斜につなが

る。 

② 発生条件 

荒天時運航ガイダンスでは、波の頂での復原力減少の発生条件を、追い波

又は斜め追い波中であることに加え、次の式を示している。 

０.６Ｌ＜λ＜２.３Ｌ   Ｌ：水線長（ｍ）、λ：波長（ｍ） 

 

 

 

 

 

                         
＊24 IMO（国際海事機関）MSC.1/Circ.1228（11 Jan. 2007）”REVISED GUIDANCE TO THE MASTER FOR 

AVOIDING DANGEROUS SITUATIONS IN ADVERSE WEATHER AND CONDITIONS”（荒天時の危険な状況を回

避するための船長への改訂ガイダンス） 

静水中の水線面 

船体中央に波の頂がある場合

の水線面 
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(3) 転覆及びブローチング防止に関する情報 

水産工学研究所の研究結果＊25によれば、次のとおりである。 

船舶復原性規則及び満載喫水線規則で規定された復原性及び乾舷の要件を満

たすだけでは、横波、向波、斜め追い波を問わず、１３５トン型まき網船の転

覆を防ぐことは難しく、ＩＳコード又はトレモリノス条約＊26の復原性要件を満

足することができれば、１３５トン型まき網船の場合、転覆の危険はほとんど

ない。 

しかし、転覆しなくても、ブローチングの危険は残るが、ブローチングを防

ぐためには、荒天時運航ガイダンスに従い、フルード数＊27を０.３以下（(1)②

の式と等価）とすることが有効である。 

また、このクラスの漁船の設計建造状態は転覆限界＊28に近く、漁具の移動や

乾舷の不足が起これば荒天下では転覆するおそれがあると考えるべきである。 

 

２.９ 事故水域等に関する情報 

 海上保安庁刊行の九州沿岸水路誌によれば、次のとおりである。 

平戸島は、北松浦半島の西に位置し、平戸島の北西端の呼崎
よぶさき

の北に生月島が位置し

ており、両島は生月大橋で結ばれている。生月島東岸には、生月港があり、港域の北

部に生月漁港、南部に舘浦漁港がある。 

九州西岸海域は、低気圧が発達しやすく、前日には小さな低気圧であったものが、

１日経過するうちに急速に発達した場合に、重大海難が発生している例がある。 

僚船乗組員の口述によれば、次のとおりであった。 

生月島周辺では、平戸島と生月島の間の海峡の西側、平戸島の南端付近、宇久島と

野崎島の間の海峡の東側が、潮の流れの影響で危険な波が発生することがあった。 

 

２.１０ 医学に関する情報 

本船乗組員及び僚船乗組員の口述並びに健康診断書によれば、次のとおりであった。 

                         
＊25 第２９回漁船研究発表討論会研究発表（その３）－１３５トン型まき網漁船（網船）の復原性   

能－ 水産工学研究所 漁船工学部船体性能研究室 梅田直哉・松田秋彦・鈴木四郎 「漁船３３

７号（９８年１０月）」掲載 
＊26 「トレモリノス条約」とは、長さ２４ｍ以上の漁船に関し、ＳＯＬＡＳ条約と同様、船舶の構造、

救命設備や航海道具などの技術基準について国際的に統一された基準を定めた条約をいう。同条約

の早期発効を図るため、１９９３年に改正議定書が策定されている。我が国は未締結である。 
＊27 「フルード数」とは、流体の慣性力と重力の比を表す無次元数のことで、Ｖ/ ｇＬ（Ｖ：速度

m/s、L：水線長ｍ）で表され、造波抵抗の分析等に用いられる。なお、Ｖの単位が kn、ｇが９.８m/s2

の場合、０.１６Ｖ/ Ｌと表される。 
＊28 「転覆限界」とは、荒天時に転覆するか、転覆しないかの境界となる復原性の要件をいい、これ

を満たしていれば転覆しない。ここでは、ＩＳコードを満たす限界の船型を指す。 
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事故当日は、月
つき

夜間
よ ま

（旧暦１４日～１８日）の休暇を終えて、４月から５月までの

出港日（漁の初日）であり、乗組員のほとんどは、同日０５時～０６時ごろ、同じ町

内か隣町から自動車で本船の係船岸壁に来て乗船していた。 

操業期間中、船内では、操業を終えた後や休日に、乗組員が各自持ち込んだ酒を飲

むことはあったが、それ以外のときに飲酒することはなく、Ａ社が酒類を本船に支給

することもなかった。 

船長及び漁ろう長は、定期的に服用している薬はなかった。 

 

２.１１ 人の生存、死傷に関係のある捜索、救助及び被害の軽減措置に関する情報 

2.11.1 脱出の経過 

本船の乗組員の口述によれば、船内からの脱出の経過は、次のとおりであった。 

(1) 事故発生前の所在 

船長、漁ろう長、局長、一航士及び甲板員Ａは、操舵室で、操船や見張り

を行っていた。 

賄い担当の甲板員Ｃ及び甲板員Ｉは、炊事場と食堂を行き来し、乗組員の

食事の用意や後片付けをしながら、出港作業を終えて朝食をとりに来る乗組

員と雑談をしていた。 

機関長と二機士は、機関室から食堂に移動して雑談をしていた。機関長が

携帯電話で家族に電子メールを打つのを見て、二機士に続いて甲板員Ｉが電

波の届きやすい操業準備区画に携帯電話をかけに行った。機関長は電子メー

ルの送信を終えて食堂の船尾側に隣接する炊事場にゴミを捨てに行った。 

甲板員Ｅ、甲板員Ｈ及び甲板員Ｎの３人は、後部居住区の右舷前部船員室

に在室し、３人とも寝台に横になって休んでいた。 

甲板員Ｇ及び甲板員Ｌの２人は、後部居住区の右舷後部船員室に在室し、

甲板員Ｇは寝台のカーテンを閉めて休み、甲板員Ｌは寝台に横になりビデオ

を観ていた。 

甲板員Ｄ、甲板員Ｆ及び甲板員Ｍの３人は、後部居住区の左舷前部船員室

に在室し、３人とも寝台で横になって休んでいた。 

二航士及び機関員の２人は、後部居住区の右舷後部船員室に在室し、二航

士は出入口付近の床に座ってサンドイッチを食べながら機関員と話をしてい

た。 

甲板員Ｊ及び甲板員Ｋの２人は、後部居住区の左舷後部船員室に在室し、

甲板員Ｊは寝台で横になって週刊誌を読み、甲板員Ｋは寝台で横になってテ

レビを観ていた。 

甲板員Ｂの部屋は左舷後部船員室であったが、同室内を含め所在は確認さ
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れなかった。 

(2) 脱出開始から船外脱出までの状況 

① 操舵室からの脱出 

本船が復原することなく右傾斜が増したため、漁ろう長は非常ベルを鳴

らすよう指示し、局長が通信室から飛び出し、操舵スタンドにある非常ベ

ルのボタンを押した。続いて、漁ろう長は、船内スピーカーを使用して退

船命令を発するとともに、操舵室に居た局長、一航士及び甲板員Ａに対し

て「おまえたちも出とけ」と退船を指示した。 

甲板員Ａ及び一航士の順に、操舵室左舷後方の出入口から暴露甲板（以

下「乗艇甲板」という。）に脱出し、その後から局長は出入口付近にあった

レーダートランスポンダーを持って脱出した。 

乗艇甲板の左舷側にある２個の膨脹式救命いかだのうち、船首側に設置

された方（以下「救命いかだＡ」という。）の正面に局長が、船尾側に設置

された方（以下「救命いかだＢ」という。）の船尾側に甲板員Ａが、正面に

一航士が立ち、それぞれ架台から膨脹式救命いかだを離脱させて海中に投

下しようとした。局長は、救命いかだＡを架台から離脱させたものの、本

船の右舷側への傾きが大きかったため、救命いかだＡは投下用のレールを

転がり落ちず、一航士は、救命いかだＢを離脱させることができないまま、

本船が転覆し、局長及び一航士は、落水した。 

② 炊事場及び操業準備区画からの脱出 

機関長が、炊事場にゴミを捨てに行き、甲板員Ｉが操業準備区画に来た

とき、本船が大きく右に傾いた。 

甲板員Ｉは、二機士に船首の方に向かうよう声をかけて、船首側の出入

口（以下「前部出入口」という。）に歩いて向かい、炊事場で機関長に出会っ

て脱出するよう促した。 

機関長、甲板員Ｉ及び二機士は、前部出入口に歩いて向かい、後部居住

区からの階段（以下「中央階段」という。）を上がってきた甲板員Ｂと甲板

員Ｌが後ろから続いた。 

なお、上甲板上の食堂、炊事場及び操業準備区画に居た乗組員には、機

関室の騒音等により後部居住区からの非常ベルや退船命令が聞こえなかっ

た。 

機関長は、前部出入口付近で外を見ながら待機していたところ、甲板員

Ｌに続いて甲板員Ｉが、前部出入口から前部甲板に出て、その出入口のす

ぐ左舷側にある乗艇甲板に通じる階段（以下「左舷階段」という。）の手す

りにつかまった。 
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二機士は、前部居住区に下りて行き、機関長は、右舷舷側から大きな波

が打ち込んで来ていたため、前部出入口の扉を閉めた。 

機関長が、次の波が来る前に脱出しようとしたとき、甲板員Ｂは食堂内

の操舵室に通じる階段（以下「操舵室階段」という。）の下付近に来た。 

機関長は、前部甲板に脱出し、左舷階段付近に甲板員Ｉ及び甲板員Ｌが

居たため右舷側に向かったところ、打ち込んだ波に流され、間もなく本船

が転覆した。 

③ 後部居住区からの脱出 

二航士、甲板員Ｊ、甲板員Ｋ、甲板員Ｌ、甲板員Ｍ及び甲板員Ｎは、本

船が減速して右旋回し、右傾斜が大きくなるのを感じた。 

甲板員Ｌらは部屋を出て、甲板員Ｌ、甲板員Ｂ、甲板員Ｊ、二航士及び

機関員の順に、廊下を船首方向に向かい、中央階段を上り始めた。 

非常ベルが鳴り、ほぼ同時に漁ろう長による退船命令の船内放送があっ

た。 

甲板員Ｍは、部屋で寝台のカーテンから顔だけ出している甲板員Ｄを見

て、甲板員Ｆ、甲板員Ｍ、甲板員Ｎ及び甲板員Ｋの順に、機関員に続いて

中央階段を上がり、甲板員Ｎは、階段途中で甲板員Ｂとすれ違った。 

甲板員Ｌは、中央階段を上がったところにある救命胴衣置き場（以下「救

命胴衣置き場」という。）で、救命胴衣を取って着用し、甲板員Ｉと共に前

部出入口付近に来たとき、甲板員Ｂが操舵室階段付近まで来ているのを見

て脱出し、甲板員Ｉと共に左舷階段の手すりにつかまった。 

甲板員Ｊは、操業準備区画の船尾側出入口（以下「後部出入口」という。）

の扉を少し開けると右舷舷側が１ｍくらい海水に浸かっており、同扉をす

ぐに閉めたが、船体の傾きが更に大きくなったため再び扉を開け、後部甲

板に出て右舷方に向かって飛び込み、真っ直ぐに泳いだ。 

二航士は、操業準備区画で甲板員Ｊが後部出入口の扉を閉める様子を見

て、後部出入口からは脱出することはできないと思い、船首へ向かって、

前部出入口から脱出し、その瞬間に本船が転覆した。 

甲板員Ｍは、救命胴衣置き場で救命胴衣を取って着用し、右傾斜が増す

炊事場を通り、９０°近くまで傾いて足が届かないほど海水が流入した食

堂を経由して前部出入口から脱出し、ほぼ同時に本船が転覆した。 

甲板員Ｎは、救命胴衣置き場で救命胴衣を取って、右傾斜を増す炊事場

の右舷側壁を押さえながら進み、甲板員Ｍが前部出入口に向かっているの

を前方に見て食堂に入った。甲板員Ｎは、食堂の途中から顔まで浸かるほ

ど浸水している中を進んだところ、前部出入口の扉が閉まり手に持ってい
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た救命胴衣を挟まれたため手放したが、同扉を開けて脱出し、ほぼ同時に

本船が転覆した。 

甲板員Ｋは、中央階段を上りきったところで立っている甲板員Ｆを見て、

救命胴衣置き場で救命胴衣を取り、後部出入口から後部甲板に出た。本船

は右舷側に９０°近く傾いて後部甲板には海水が船幅の３分の１くらいま

で入ってきており、甲板員Ｊが、船から離れたところで泳いでいるのを見

て、後部甲板に積載されていた網の上を左舷側に向かって上り、左舷舷側

に設置された「浮子
あ ば

スター」と呼ばれる細いワイヤーをつかんだところ、

その瞬間、本船が転覆した。 

 

なお、操舵室に居た船長、漁ろう長及び甲板員Ａ、炊事場又は操業準備区

画に居た二機士及び甲板員Ｃ並びに後部居住区に居た甲板員Ｂ、甲板員Ｄ、

甲板員Ｅ、甲板員Ｆ、甲板員Ｇ、甲板員Ｈ及び機関員については、上記(1)

及び(2)以後の脱出状況は確認されなかった。 

(3) 船外脱出及び落水後の経過 

① 脱出者、救命いかだ等の状況 

機関長、局長、一航士、二航士、甲板員Ｉ、甲板員Ｊ、甲板員Ｋ、甲板

員Ｌ、甲板員Ｍ及び甲板員Ｎの１０人は、転覆した本船の真下か右側に落

水し、右側に浮上した。二航士は、海面に浮き上がってから、肩にかけて

いた固形式救命胴衣を着用した。 

救命いかだＡが、転覆した本船の右側船首付近に、正常に展張して浮上

し、本船に積載されていた浮子、板、ロープ等が転覆した本船の右側中央

付近に浮遊していた。風、波で本船は右回頭したが、救命いかだＡや浮子

等の浮遊物も本船の右側の位置を保ったまま移動した。 

本船が沈没する直前、救命いかだＢが、本船の右側船尾付近に浮上し、

転覆状態で展張した。 

② 救命いかだＡへの乗り込み 

局長、一航士、機関長、甲板員Ｉ、甲板員Ｊ、二航士、甲板員Ｍ及び甲

板員Ｎの順に、救命いかだＡに泳ぎ着いて乗り込んだ。 

（付図７ 脱出の経過 参照） 

 

2.11.2 脱出実験 

平成２１年６月１０日、船舶事故調査官等が、操舵室、船内居住区、通路、出入

口の配置がほぼ同じ２３号において、停泊中、速歩で脱出を試みたところ、要した

時間は、次のとおりであった。 



- 26 - 

操舵室から乗艇甲板 ５秒 

後部居住区（後部）から前部甲板 １９秒 

後部居住区（後部）から後部甲板 １４秒 

機関室（中央）から前部甲板 １４秒 

前部居住区（中央）から前部甲板 １１秒  

 

2.11.3 捜索及び救助の経過 

(1) 僚船による捜索及び救助の経過 

１号の船長、頭領及び通信士、８号の船長、頭領、通信士及び甲板員、   

１８号の船長並びに２３号の船長、漁ろう長、通信局長、一等航海士及び二

等航海士の口述によれば、次のとおりであった。 

１号の船長と８号の船橋当直の甲板員が、目視により本船が大きく右に傾

斜して右旋回しているのに気付き、両船の船長が、本船の状況について無線

で交信しているとき、１号の右約４５°０.５～０.６Ｍ、８号の左約１Ｍで、

本船が転覆した。 

１号では、昇橋した頭領が、船長と操船を交替し、８号では、船長が船橋

当直の甲板員と操舵を交替して直ちに本船に向かうこととした。 

２３号では、一等航海士が双眼鏡で本船の異常を見て、船長に本船の異常

を告げ、階下に居た漁ろう長に伝えに行った。漁ろう長は、直ちに昇橋し、

目視で本船が転覆して船底を見せているのを見て、２３号船団の僚船４隻に、

救助に向かうよう無線で一斉に指示するとともに、本船船団に対して無線の

周波数を２３号に合わせるよう指示した。 

１号は、２～３分後に、本船付近に最初に到着した。 

８号は、時化
し け

ていたため、急激に舵を取って左転するのが困難であったこ

とから、取り舵約１５°をとって、速力約１２kn で航行し、転覆の数分後に

事故発生場所付近に到着した。 

１号の頭領及び８号の船長は、救命いかだＡに乗り込もうとしていた本船

乗組員と、浮子と板につかまって浮いている本船乗組員を発見した。 

２３号は、１号、８号、２号、１８号及び１５号に続いて事故現場に到着

し、１号と８号から救命いかだＡに本船乗組員が何人か乗っていることと、

本船乗組員２人（甲板員Ｋ及び甲板員Ｌ）が泳いでいるとの連絡があったた

め、漁ろう長が、１号に泳いでいる２人を、８号に救命いかだに乗っている

乗組員を救助するよう指示した。 

２３号は、本船、１号及び８号の左側から回り込むようにして本船の南西

側に停船し、２３号と本船の間に２号を配置し、人が浮いてきたらすぐ救助
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できる態勢をとった。 

１号は、泳いでいる２人を左舷側から引き揚げるよう北東に向首して接近

し、１号の通信士が舷側の張り出した部分に飛び降りて、２人を引き寄せて

救助した。 

１号は、本船に近づいて捜索を継続していたところ、本船が垂直に近い角

度で船首から沈んでいき、海中から気泡が上がり、救命いかだＢが浮上し、

救命いかだＡが１号付近に流れてきた。 

８号の船長は、救命いかだＡに右舷舷側を着け、本船の乗組員８人を引き

揚げ、続いて救命いかだＡを引き揚げようとしたが、重量が大きいため引き

揚げに時間を要すると判断し、引き揚げを断念した。 

１号及び８号は、２３号の漁ろう長の指示により、寒さに震え、精神的に

動揺している本船乗組員を連れて帰るため、舘浦漁港に向かった。 

僚船は、５月３１日まで、現場海域周辺で捜索を続けたが、事故発生直後

に救助した１０人以外の乗組員を発見することはできなかった。 

(2) 捜索救助機関、近隣の漁船等による捜索及び救助の経過 

海上保安庁及び長崎県によれば、次のとおりであった。 

事故発生当日０８時１１分及び０８時２６分、３８号の船長から第七管区

海上保安本部（以下「七管本部」という。）運用司令センターに１１８番で

事故発生の通報があり、また、０８時１５分、Ａ社から平戸海上保安署に救

助要請があった。 

七管本部は、直ちに巡視船艇及び航空機を出動させ、０８時４０分、七管

本部に漁船第十一大栄丸沈没海難対策本部を、佐世保海上保安部に漁船第十

一大栄丸沈没海難現地対策本部を設置し、０９時１３分、海上自衛隊佐世保

地方総監に災害派遣要請を行い、海上自衛隊から直ちに艦艇等及び航空機の

出動がなされた。 

一方、長崎県は、０９時４５分に特殊重大災害対策本部を設置し、平戸市

は、対策本部及び現地本部を設置して、漁業取締船、舘浦漁業協同組合所属

漁船が出動した。その後、長崎県、平戸市、舘浦漁業協同組合及びＡ社から

なる第十一大栄丸事故現地合同対策本部を舘浦漁業協同組合に設置し、捜索、

救助、関係各所との連絡調整等の体制を整備した。 

事故発生当日、海上保安庁から巡視船艇８隻、航空機４機、特殊救難隊６

人及び機動防除隊２人、海上自衛隊から水上艦艇等７隻及び航空機３機、水

産庁から漁業取締船６隻、長崎県から漁業取締船３隻及び防災ヘリ１機並び

に僚船を含む漁船１９隻が、捜索に参加したものの、本船の乗組員を発見す

ることはできなかった。なお、海上保安庁の巡視船艇が、本船の救命いかだ
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Ａ及び救命いかだＢを回収した。 

翌１５日より、長崎県警察（以下「県警」という。）の警備艇、航空機、

長崎県水難救済会の船艇が加わり捜索を継続した。 

４月２７日、海上保安庁による専従捜索が打ち切られ、また、海上自衛隊

に対する災害派遣撤収要請がなされた。４月１４日～２７日の１４日間の対

応勢力の延べ数は、海上保安庁の巡視船艇７９隻、航空機２７機、特殊救難

隊１２人、機動救難士２人及び機動防除隊８人、海上自衛隊の艦艇等８３隻

及び航空機２６機、水産庁の漁業取締船７７隻、長崎県の漁業取締船３９隻、

県警の警備艇１３隻、ヘリコプター９機及び防災ヘリコプター１２機、僚船

１８２隻並びに長崎県水難救済会等の船艇約１４０隻であった。 

５月３日、第十一大栄丸事故現地合同対策本部は解散され、長崎県の漁業

取締船による専従捜索も打ち切られたが、僚船４隻による捜索は継続された。 

５月４日、長崎県は、特殊重大災害対策本部を事故対策庁内連絡会議に移

行した。 

事故が発生した４月１４日から５月４日まで、２１日間捜索が続けられた

が、乗組員の発見には至らなかった。 

(3) 引き揚げ時の捜索及び調査 

本船は、平成２１年９月２４日、台船上に引き揚げられた。９月２６日～

３０日、海上保安庁による乗組員の捜索が行われ、船内から本船の乗組員  

１１人の遺体が発見された。海上保安庁によれば、乗組員の発見場所及び救

命胴衣の着用の有無は、次のとおりであった。 

 発見場所 救命胴衣の着非 

船長    船橋右舷側コンソール上 非 

漁ろう長  船橋後部通信室 非 

二機士 前部居住区階段下 非 

甲板員Ａ 船橋右舷側コンソール下 非 

甲板員Ｂ 後部居住区（左舷船首側）出入口付近 非 

甲板員Ｃ 後部居住区（左舷船首側）左舷船尾側ベッド 着 

甲板員Ｄ 機関室配電盤横 非 

甲板員Ｅ 後部居住区（右舷船尾側）出入口付近 着 

甲板員Ｆ 後部居住区（左舷船尾側）左舷船首側ベッド 着 

甲板員Ｇ 後部居住区中央階段下 着 

機関員 後部居住区中央階段下 着 

なお、甲板員Ｈは、行方不明となった。 
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2.11.4 救命設備の状況 

(1) ＥＰＩＲＢ（浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置）の状況 

海上保安庁の回答書等によれば、次のとおりであった。 

本船の操舵室天蓋左舷後方に積み付けられたＥＰＩＲＢは、４ｍの水深に

おいて自動的に浮上して、位置情報等の信号を発するようになっていたが、

事故発生後、位置情報等の信号は受信されず、本船が引き揚げられた際、船

首倉庫出入口付近のグレーチング＊29にアンテナが引っかかった状態で発見

された。 

発見されたＥＰＩＲＢは、筐体
きょうたい

の３面にわたって大きなき
．
裂を生じ、その

うちの１面については表面積の半分以上の破片が脱落し、内部が露出した状

態になっており、脱落した破片は、本体のそばにあった。 

本船に設置されたＥＰＩＲＢは、本船の定期検査の時期に合わせて、平成

１９年６月２６日に、国土交通大臣に認定された整備サービスステーション

による整備が行われていた。 

(2) 膨脹式救命いかだの状況 

本船の乗組員及び１号の乗組員の口述によれば、次のとおりであった。 

救命いかだＡは、本船が転覆してすぐに、正常に、展張して浮上し、また、

救命いかだＢは、本船が沈没する直前、浮上し、転覆状態で展張した。 

救命いかだＡは、平成１９年５月に製造された定員１５人のいかだで、本

船の定期検査時に、自動離脱装置と共に、新たに乗艇甲板左舷船首側に積み

付けられた。 

救命いかだＢは、平成元年２月に製造された定員１５人のいかだで、本船

の定期検査の時期に合わせて、平成１９年８月１日に、自動離脱装置と共に

国土交通大臣に認定された整備サービスステーションで整備され、乗艇甲板

左舷船尾側に積み付けられた。 

 

２.１２ 油等の流出による環境への影響及びその防除に関する情報 

本船の乗組員、１号の船長及び８号の船長の口述並びに海上保安庁及びＢ社の回答

書によれば、次のとおりであった。 

本船は、約５０トンのＡ重油＊30を積載して出航しており、転覆したとき、海面に浮

上した数人の乗組員は、浮流するＡ重油を見たり、においを感じたりし、また、甲板

                         
＊29 「グレーチング」とは、鋼材等を格子状に組んだ床板、踏板等をいう。 
＊30 「Ａ重油」とは、日本の税制上の分類で、ディーゼル車等の燃料として使用される軽油とほぼ同

じ成分の燃料油をいい、Ａ重油はやや黒っぽい色を呈し軽油は無色透明であるが、色、におい又は

粘度で容易に両者を区別することはできない。 
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員Ｌはこれを飲み込んだ。 

８号が転覆場所付近に到着したとき、Ａ重油と粘度の高い油がわずかに浮流してお

り、本船の沈没後、Ａ重油が湧出してきた。 

海上保安庁は、事故発生翌日の４月１５日から１８日まで、１日２～３回計９回、

船舶又は航空機により、浮流油の調査を行った。 

海上保安庁は、４月１５日０９時１５分の調査時に、拡散範囲が９回の調査のうち

最大の浮流油が、南南西から北北東に約３Ｍにわたって、湧出点付近の幅５ｍ、末端

の幅５０ｍの範囲で、色彩＊31は湧出点から２０ｍまでの範囲が色彩Ｃ、湧出点から 

２０ｍの場所から拡散範囲の末端までが色彩Ｄ～Ｅ、末端は風浪により拡散消滅して

いるのを確認した。 

同日以降、調査毎に増減はあったが、浮流油はおおむね減少傾向にあり、海上保安

庁は、４月１８日１７時００分～１８時５５分の調査時には湧出油を認めず、沈没場

所の南約１００ｍを中心とする半径５０ｍ内の１割に色彩Ｅ～Ｅ以下の浮流油を確認

し、調査を終了した。 

１号及び８号は、４月１５日～５月７日の間、油防除作業を実施した。 

本船が引き揚げられた後、船内から回収された油水混合物は、約２９.６kℓであった。 

 

２.１３ まき網漁船に関連する法令 

(1) 漁業法 

漁業法において、大中型まき網漁業＊32は指定漁業＊33であり、水産動植物の繁

殖保護又は漁業調整等のため、農林水産大臣による許可又は起業の認可を受け

ることとされており、同法第５９条において許可又は認可の特例（代替建造等

により新たな船舶を使用しようとする場合の指定漁業の許認可）及び同法第 

６１条において変更の許可（総トン数の増加等の変更）が、次のとおり定めら

れている。 

（許可等の特例）  

第五十九条  次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請が許可の有効 

                         
＊31

 「色彩」とは、海面に浮流する油の色をいい、色によって油膜又は油層の厚さを推定する指標と

されている。色彩Ｃは、水面に明るい褐色の帯がはっきり見え油膜面は虹色に輝いている状態で、

油膜厚さは 0.0003mm、色彩Ｄは、水面にほんの少し褐色に色づいて見え油膜面は灰色に見える状態

で、油膜厚さは 0.00015mm、色彩Ｅは、水面が銀色にキラキラ光って見える状態で、油膜厚さは

0.0001mm、色彩Ｅ以下は、光線の条件が最も良いときにかろうじてキラキラ光る油膜が見える状態

で、油膜厚さは、0.00005mm である。 
＊32「大中型まき網漁業」とは、漁業法第５２条第 1 項の指定漁業を定める政令により定められた漁

業で、総トン数４０トン（北部太平洋は１５トン）以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁

業をいう。 
＊33 「指定漁業」とは、農林水産大臣の許可を受けて営む漁業をいう。 
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期間中であり、その内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一で

あるときは、第五十六条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、指定

漁業の許可又は起業の認可をしなければならない。  

一  （前略）許可船舶を当該指定漁業に使用することを廃止し、他の船舶

について申請した場合  

二  許可船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六箇月

以内に他の船舶について申請した場合  

三  許可船舶を譲受け、借受け、返還等により当該船舶を使用する権利を

取得して当該指定漁業を営もうとする者が、当該船舶について申請した場

合  

四  （略） 

（変更の許可）  

第六十一条 （前略）許可を受けた船舶（略）について、その船舶の総トン数

を増加し（略）ようとするときは、許可を受けなければならない。  

(2) 大中型まき網漁業の許可等に関する取扱方針 

水産庁は、基本的に、一斉更新＊34の時期に、漁業法第５９条又は第６１条の

規定の適用等の方針として「大中型まき網漁業の許可等に関する取扱方針」（現

行は、平成１９年７月３０日付け１８水管第１３９５号。以下「現行方針」と

いう。）を制定又は改定している。 

現行方針においては、水産資源管理及び漁業調整を目的として、代替建造等

による新たな船舶の使用やこれに伴う船舶の大型化を行う場合の総トン数の上

限及び下限、既許可船舶の廃業等によって生ずる空き枠を見合いにした補充ト

ン数等について定めている。 

本船の操業区域は、東海黄海海区又は北部太平洋海区であり、現行方針第三

において、総トン数の上限が１３５トンと定められているため、代替船を建造

する場合、１３５トンを超えることはできない。 

 

「大中型まき網漁業の許可等に関する取扱方針」（平成１９年７月３０日付け 

１８水管第１３９５号）抜粋 

第一、第二（略） 

（船舶の総トン数の最高限度） 

                         
＊34

 「一斉更新」とは、有効期間を５年と定めた指定漁業の許可について、水産庁が漁業種類ごとに

許可の総隻数を公示して許可発給の条件等の規制の見直しを行った上で、有効期間が満了する時期

に一斉に当該許可の更新を行うことをいう。一斉更新は、平成になってから一の位が４又は９の年

に実施されており、最近では平成１９年に実施され、次は平成２４年に実施される予定である。 



- 32 - 

第三 法第５９条又は法第６１条の許可又は起業の認可について第四から第

八までの規定を適用する場合には、当該許認可に係る船舶の総トン数は、次

の表の操業区域に係る海区ごとにそれぞれ定める船舶の総トン数を超えない

こととする。（条文中（）書略） 

海   区 新トン数適用

船舶 

旧トン数適用船

舶 

北部太平洋海区   

(1) （略） ４７トン ３９.９９トン 

(2) （略） ３５０ ４９９.９９ 

(3) （略） １３５ ９９.９９ 

(4) （略） １００ ７９.９９ 

中部太平洋海区 １３５ ９９.９９ 

南部太平洋海区 ８０ ５９.９９ 

北部日本海海区 １３５ ９９.９９ 

中部日本海海区 １３５ ９９.９９ 

西部日本海海区 １３５ ９９.９９ 

九州西部海区 ８０ ５９.９９ 

東海黄海海区 １３５ ９９.９９ 

太平洋中央海区 ７６０ ９９９.９９ 

インド洋海区 ３５０ ９９９.９９ 

（備考）この表に掲げる海区は、別表２に掲げる海域とする。 

第四～第十三（略） 

別表１～別表４（略） 

 

２.１４ その他の事項 

本事故後、漁船保険の漁船船主責任保険支払いの運用について、水産庁、漁船保険

中央会等において検討が行われ、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第４３条

で規定する船舶等の廃棄に該当するとして、船体引揚げのために保険金が支払われた。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、本船の事故に至る経過は、次のとおりであったものと考えられる。 



- 33 - 

(1) 転覆に至る経過 

平成２１年４月１４日０７時１５分ごろ、本船は、船長、漁ろう長ほか 

２０人が乗り組み、２か統１０隻の船団を組んで、東シナ海の漁場に向けて、

舘浦漁港を出港した。 

本船は、離岸して約３分後、生月大橋の下を通過し、針路を西南西、速力

を約１２～１３kn として航行した。 

本船は、０８時０３分ごろ約１～２°左方に変針して直進した後、減速し、

その後、増速して右旋回し、北北東～北東に向首したとき、転覆した。 

(2) 沈没に至る経過 

本船は、転覆後、徐々に船首から沈下し、約２５分後に沈没した。 

 

3.1.2 転覆及び沈没の日時及び場所 

２.１から、平成２１年４月１４日０８時０５分ごろ、生月大橋中央灯から２４３°

９.１Ｍ付近（概位 北緯３３°１７．０′ 東経１２９°１６.６′）において転

覆し、０８時３０分ごろ、転覆場所付近において沈没したものと考えられる。 

 

3.1.3 事故発生の状況 

２.１及び 2.5.2(2)から、転覆（付図４参照）及び沈没の状況は、次のとおりで

あったものと考えられる。 

(1) 転覆の状況 

本船は、北北東～北東からの第１波の頂が船尾に接近すると、船尾が持ち

上がる態勢になり、船尾が第１波の頂に追い越されるとき、船尾に波しぶき

が上がり、数秒間、左舷側に傾いた。 

本船は、第１波の頂に追い越されて数秒後に、船体後部に北～北北東から

の第２波を受けて海水が後部甲板に打ち込み、約１５秒後、第２波の頂が船

体を追い越すとき、右舷側に大傾斜したため、前進の増速を行うとともに右

舵一杯とした。 

本船は、第２波の背面の斜面を滑り落ちるように右傾斜を増しながら、右

舷ブルワーク上端が海水に没する傾斜角約２３°以上となって、右旋回した。 

本船は、約１８０°近く回頭したとき、右傾斜が約９０°になり、第２波

の頂を越えてから約１分後に、転覆した。 

(2) 沈没の状況 

本船は、転覆時には船首を北北東～北東方に向け、プロペラが回転し、転

覆によって海上に浮遊したロープを巻き込んでいたが、プロペラの回転が止

まり、北北東からの風及び波により右旋回しながら、徐々に船首から沈下し
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て、船首を南南西～南西方に向けて、垂直に近い態勢となり沈没した。 

 

3.1.4 死傷者等の状況 

２.２から、次のとおりであった。 

船長、漁ろう長、二機士、甲板員Ａ、甲板員Ｂ、甲板員Ｃ、甲板員Ｄ、甲板員Ｅ、

甲板員Ｆ、甲板員Ｇ及び機関員は、溺死したものと推定される。 

甲板員Ｈは、行方不明となった後、除籍された。 

機関長、局長、一航士、二航士、甲板員Ｉ、甲板員Ｊ、甲板員Ｋ、甲板員Ｌ、甲

板員Ｍ及び甲板員Ｎには、不眠、虚脱等の障害が生じた。この１０人のうち８人に

発熱が、その８人のうち２人に肺炎が、１人に手指の脱臼等が生じたものと考えら

れる。 

 

3.1.5 損傷の状況 

2.1.1(3)、2.1.3 及び２.３から、次のとおりであった。 

本船には、沈没後着底までの間に、水圧により、両舷№７燃料タンクに凹損が生

じたため、上甲板下の同タンクの間に位置する後部居住区の４本のピラーに曲損が

生じ、また、機関室内置きタンク壁に凹損が、航海用計器のブラウン管に破裂が生

じ、操舵室前面左から２番目の窓ガラスに破損が、主機、補機、電気設備等に濡れ

損が生じたものと推定される。 

本船が着底した際、自重により、船首ファッションプレートとその防とう
．．

材、付

加物等に曲損が、主マストに折損が生じたものと推定される。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員の状況に関する解析 

２.４(1)から、船長、漁ろう長及び一航士は、適法で有効な海技免状を、局長 

は、適法で有効な無線従事者免許証を有していた。 

２.４(2)から、船長、漁ろう長、局長及び一航士は、視力及び聴力は正常で、健

康状態は良好であったものと考えられる。 

 

3.2.2 船舶の状況に関する解析 

(1) 2.5.3(1)から、転覆の直前、船首倉庫出入口扉、船首倉庫奥ハッチ、前部

出入口扉、後部出入口扉及び操舵室左舷後部出入口扉は開放されていたもの

と考えられる。 

(2) 2.5.3(2)から、転覆の直前、本船の舵角は右３２°、主機回転数は６１０

rpm、翼角は前進２２°であったものと考えられる。 
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(3) 2.5.3(3)から、事故発生時、本船の船体、機関及び機器類に、不具合又は

故障はなかったものと考えられる。 

(4) 2.5.4 から、平成２０年１０月の改正前の船舶復原性規則の基準に適合し

ていたものと認められる。 

 

3.2.3 まき網船に関する解析 

(1) 2.5.5 から、まき網船は、網が重く移動しやすい上、構造及び配置上の特

徴により大量の海水が滞留しやすく、重心が高いため、灯船及び運搬船に比

べて、荒天時の安定性が劣るものと考えられる。 

(2) 2.5.6(2)から、本船を含む１３５トン型まき網船は、総トン数は一定で、

登録長さ及び登録幅が大きくなり船型が瘠せる傾向にあることから、灯船や

運搬船に比べて、最大復原てこが生じる角度が小さく、復原力範囲が小さく

なっているものと考えられる。 

 

3.2.4 気象及び海象に関する解析 

２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 気象及び海象 

① 出港時（０７時１５分ごろ） 

天気 小雨、風向 北～北北東、風速 約１０m/s、波 なし 

視界 １Ｍ以上、水温 約１６℃ 

② 事故発生海域（０８時０５分ごろ） 

天気 曇り、風向 北北東、風速 約１３～１５m/s 

潮流 北東約０.９kn  

(2) 事故発生海域の波 

① 事故発生時前後、事故発生海域の波 

波向 北北東～北東、波高 約２～３ｍ、 

周期 ４.７～５.０秒、波長 ３４～３９ｍ 

波速 ７.３～７.８m/s（１４.２～１５.２kn） 

② 転覆に直接関係した波向及び波高 

第 1波 波向 北北東～北東、波高 約３～４ｍ 

第２波 波向 北～北北東、波高 約４～５ｍ 

第３波 上記①と同程度 

(3) 事故発生当日は、長崎西海上に海上風警報、海上濃霧警報が発表中であっ

た。 
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3.2.5 操船の状況 

２.１、2.5.3（2）、2.6.1 及び 3.2.2(2)から、次のとおりであった。 

事故発生時、操舵室において、漁ろう長が右舷側に立ち、船長が操舵スタンド 

前、一航士が左舷側前方、甲板員Ａが左舷側後方、局長が通信室に位置し、漁ろう

長の監督の下、船長が操船を行っていたものと考えられる。 

船長は、第１波を右舷後方に認め、わずかに左舵をとり、第１波に追い越される

直前に減速し、第２波の頂が船体を追い越して右舷に傾斜したとき、漁ろう長が、

前進、面舵一杯を令し、船長が、翼角前進２２°及び右舵一杯（右約３５°）にし

たものと考えられる。 

 

3.2.6 転覆に関する解析 

(1) 事故発生時の針路及び速力並びに波との関係 

2.1.1、2.1.2、2.5.2、2.5.7、2.7.2(2)、２.８、3.1.1、3.2.2(2)、3.2.4(1)

②及び 3.2.4(2)から、次のとおりであった。 

① １号及び８号の針路及び速力 

１号の０７時３０分及び０８時００分における位置から両位置間の移動

距離は約６.２Ｍであったことから、１号の速力及び針路は、約１２.４kn、

約２４８°であったものと考えられる。 

８号の０７時４１分及び０８時００分における位置から両位置間の移動

距離は約３.７Ｍであったことから、８号の速力及び針路は、約１１.７kn、

約２４６°であったものと考えられる。 

② 本船の針路及び速力 

本船は、１号及び８号とほぼ同じ針路をとっていたが、転覆の前、左に

１～２°変針したことから、転覆前の針路は、約２４４°～約２４７°で

あったものと考えられる。 

本船は、転覆直後には、１号の右約４５°約０.５～約０.６Ｍを先航し

ていたことから、０７時３０分から０８時００分の間、１号より約０.４Ｍ

長い約６.６Ｍの距離を進んでおり、平均速力は約１３.２kn であったもの

と考えられる。 

なお、本船は、海上試運転時、６１０rpm、翼角２２°としたときの速力

は１３.８２kn であった。 

以上から、転覆前、本船の速力は、約１３.２kn であったものと考えら

れる。 

③ 波との出会角及び出会周期 

本船の針路と波向から、出会角は約１３５.５°～約１６１°であり、出
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会周期は、次式で求められ、約１３.４～約４０.９秒の範囲であったもの

と考えられる。 

ＴＥ＝
αＶ３Ｔ

３Ｔ

Ｗ

Ｗ

cos

2

+
 （秒） 

ＴＥ：出会周期（秒）、ＴＷ：波周期（秒）、Ｖ：船速（kn） 

④ 僚船の針路、速力、出会角、出会周期等 

本船と同航していた１号、８号、３８号、５８号及び２３号の速力、針

路、出会角、出会周期等は、次のとおりであった。 

 速力 

（kn） 

針路 出会角 出会周期 

（ｓ） 

速長比＊35 

Ｖ/ Ｌ 

１号 １２.４ ２４８° １３６.５° 

～１５８.５° 

１２.５ 

～２５.９ 

１.９９ 

８号 １１.７ ２４６° １３４.５° 

～１５６.５° 

１１.０ 

～１９.７ 

１.８８ 

３８号 １０.５ ２４６° 

～２４８° 

１３４.５° 

～１５８.５° 

９.８ 

～１５.３ 

１.５１ 

５８号 １０.５ ２４６° 

～２４８° 

１３４.５° 

～１５８.５° 

９.８ 

～１５.３ 

１.３６ 

２３号 １０.５ ２４６° 

～２４８° 

１３４.５° 

～１５８.５° 

９.８ 

～１５.３ 

１.６９ 

注）本表の速力、針路、出会角、出会周期及び速長比は、おおよその（約）数値 

なお、２３号船団の灯船の２号及び１５号は、本船船団の１号及び８号

とほぼ同型であり、２３号船団の運搬船の１８号及び５３号は、本船船団

の５８号とほぼ同型であるため、省略する。 

(2) 波乗り及びブローチング発生に関する解析 

２.８(1)及び上記(1)から、本船は、事故発生時、波との出会角は、波乗り

及びブローチング発生の条件の範囲内にあり、出会角約１５４°～ 

約１６１°のとき、その発生条件を満たし、危険性があったものと考えられ

る。 

                         
＊35 「速長比」とは、長さの違う船の速さを比較したり、抵抗や馬力の計算を行う際に使用する値を

いい、Ｖ/ Ｌで表される（ここで、Ｖは船速（kn）、Ｌは水線長（ｍ）である）。 
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しかし、本船は、転覆の前に左舵がとられて左に変針し、また、第２波を受

けた後に右舵がとられて右旋回していることから、舵は効いており、波乗り又

はブローチングは発生していなかったものと考えられる。 

また、僚船については、上図のとおり１号が、出会角約１５５°～約１５８°

のとき、発生の危険性があったが、その他の僚船については、発生の危険性は

なかったものと考えられる。 

(3) 波の頂での復原力減少の発生 

２.８(2)、3.2.4(2)及び 3.2.6(1)から、転覆時、転覆場所付近の波は、斜

め追い波、波長３４～３９ｍで、０.６Ｌ＝２５.７ｍ、２.３Ｌ＝９８.７ｍ

であり、０.６Ｌ＜λ＜２.３Ｌとなり、波の頂での復原力減少の発生条件の

範囲にあるため、復原力が減少した可能性があると考えられる。 

また、僚船については、次表のとおり、全船が復原力減少の発生条件の範

囲にあったものと考えられるが、本船は、僚船に比べて、速力が波速に近く

出会周期が長いことから、波の頂に乗っている時間が長く、大傾斜や転覆が

発生する危険性が高かったものと考えられる。 

 ０.６Ｌ(ｍ) 波長λ(ｍ) ２.３Ｌ(ｍ) 

１号 ２３.３ ３４～３９ ８９.２ 

８号 ２３.３ ８９.２ 

３８号 ２８.９ １１０.９ 

3.0 

1.0

1.2 
1.4 

1.6 

1.8 

2.0 

2.2

2.4 

2.6 
2.8

1.0

1.2
1.4

1.6 
1.8 

2.0 

2.2 

2.4 

2.6

2.8

3.0

220° 

210° 

200° 

190° 170°

160°

150° 

140°

波 向

波乗り・ブローチング危険域

Ｖ/ Ｌ 

α=180°

Ｖ/ Ｌ=1.8/cos(180-α) 

５８号

３８号 

２３号 

８号 

１号

本船 
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５８号 ３５.５ １３６.２ 

２３号 ２３.１ ８８.６ 

以上のように、波長の条件は幅広く、復原力減少の発生条件に当てはまり

やすいことから、追い波又は斜め追い波中においては、大幅に減速して波と

の出会周期を小さくし、船体が波の頂に乗っている時間を短くすることが、

大傾斜や転覆の危険性を小さくするため重要であるものと考えられる。 

(4) 転覆に至るまでの船体の挙動の要因 

3.1.3、3.2.4、3.2.5、上記(1)及び(3)から、次のとおりであった。 

① 第１波による左傾斜 

右斜め後ろから第１波の頂が本船を追い越したため、右斜め後から傾斜

偶力がはたらき、左舷側に傾斜したものと考えられる。 

② 第２波の頂との出会い 

本船は、第１波を受け数秒後に第２波に遭遇して約１５秒後、右舷側に

大きく傾斜し、面舵一杯をとり第２波の背面で右旋回を始めたことから、

約１５秒の間、第２波の頂に船体が乗っていたものと考えられる。 

③ 第２波による右傾斜 

第２波の頂が本船船尾を追い越す際に、船尾が波の前面に突き刺さるよ

うになったことから、後部甲板に海水が打ち込み、斜め追い波の第２波の

頂に船体が乗り復原力が減少した状態で、本船が左傾斜から復原したとき、

打ち込んだ海水が一気に右舷側に移動すると同時に、後部甲板に積載した

網が右に移動したため、右傾斜したものと考えられる。 

このとき、本船が面舵一杯をとり、翼角２２°の前進の増速を行ったた

め、右旋回初期の内方傾斜36の偶力が働き、傾斜が増したものと考えられ

る。 

④ 転覆の要因 

上記②により復原力減少が発生する状況に加え、右舷を波の下り斜面に

向けて航行していたこと、及び右傾斜角が約２３°で右舷端が没水し、船

体の復原を妨げていたことから、右傾斜が増加して復原しない状態で 

１８０°近く回頭し、さらに、左舷前方から波及び風を受ける態勢になっ

たことにより転覆したものと考えられる。 

 

 

                         
＊36 「旋回初期の内方傾斜」とは、主に排水量型の船舶が旋回するとき、舵の取り始めに、船体の重 

心より下方にある舵の中心に、舵をきったのとは逆方向の力が作用するため舵をきった方へ傾くこ 

とをいう。なお、旋回を始めると船体の重心に遠心力が働き舵をきったのと逆の方向に傾斜する。 
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3.2.7 沈没に関する解析 

２.１、2.5.3(1)及び 3.2.2(1)から、次のとおりであったものと考えられる。 

本船は、操舵室左舷後部出入口、前部出入口、後部出入口及び船首倉庫出入口の

扉が開放され、前部出入口、後部出入口及び船首倉庫出入口からの浸水が進んだ状

態で転覆した。 

転覆後、本船は船首方に傾斜していたことから、転覆前に後部居住区や機関室に

浸水していた海水が次第に前部居住区及び船首倉庫に移動し、船首方への傾きが増

した。 

後部出入口が露出し、海水が再度流入して船首方への傾きが更に増すとともに、

沈下量が増加し、ほぼ垂直の姿勢で沈没した。 

 

3.2.8 船舶の運航管理等の状況 

(1) 出港 

2.1.1(1)、2.6.1、2.7.1、2.7.3(1)、3.2.4(1)①及び(3)から、本船は、 

ふだんから本事故発生時と同程度の気象及び海象条件下で出港していたもの

と考えられる。 

(2) 避航 

2.1.1(1)、2.6.1、2.7.1、2.7.2、2.7.3(2)、3.2.4(1)②、(2)①及び(3)

から、本船は、ふだんから本事故発生時と同程度の気象及び海象条件下で航 

行を継続していたものと考えられる。 

(3) 操船に関する知識 

2.1.1(2)、2.7.1 及び 3.2.4～3.2.6 から、次のとおりであった。 

本船は、船長及び漁ろう長が、これまでよりも高い波が接近するのを認め

た際、転覆のおそれのある急迫した状況になるとの予測ができず、大幅に減

速するなどの操船を確実に行わなかったことから、斜め追い波中において、

船体が波の頂に乗って転覆のおそれのある状態で航行していた可能性がある

と考えられる。 

本船は、第２波の頂が船体を追い越して右舷に傾斜した際、右旋回による

遠心力を利用して右傾斜を立て直すとともに、舷側排水口より滞留水を排出

しようとし、翼角２２°の前進の増速及び面舵一杯としたものと考えられる

が、旋回初期の内方傾斜により右傾斜が助長され１８０°近く回頭して左舷

から波と風を受けるような態勢になった可能性があると考えられる。 

これらのことから、船長及び漁ろう長は、斜め追い波中のブローチングや

復原力減少等の航行の危険性及びそれを回避する方法を熟知していなかった

可能性があると考えられる。 
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(4) 疲労、睡眠、疾病、薬物摂取等 

2.1.1、２.４(2)、２.１０及び 3.2.1 から、次のとおりであった。 

事故発生当日は、休暇明けの出港日であり、乗組員に疲労の蓄積、睡眠不

足はなかったものと考えられる。また、早朝、出港作業を終えて間もないこ

とから、出港から継続して操舵室で操船や見張りに当たっており、船長及び

漁ろう長は、アルコール類を摂取することはなかったものと考えられる。 

船長及び漁ろう長は、日常的に治療薬を服用していなかったことから、薬

品の服用は、本事故発生時の操船には関与しなかったものと考えられる。 

(5) Ａ社による安全管理及び運航管理 

2.6.1 から、出港から次の入港までの間、漁ろう長が、本船及び本船船団

の安全管理及び運航管理を担い、出入港時、出港から航行の安全が確認でき

るまでの間、荒天時、緊急時及び救難時には在橋し、見張り並びに気象及び

海象の観察を行うとともに、操船状況を監督し、必要に応じて操船号令をか

けており、Ａ社による安全管理及び運航管理は事故発生に関与するものでは

なかったものと考えられる。 

しかし、Ａ社は、出漁前に開催していた月例会又は所属船舶に配布した安

全マニュアルにおいて、追い波及び斜め追い波中のブローチングや復原力減

少等の危険性及びその回避のための操船に関する知識について、教育し、又

は詳述していなかったものと考えられることから、船長及び漁ろう長が、こ

れらを熟知していなかった可能性があると考えられる。 

 

3.2.9 事故発生に関する解析 

２.１、2.5.2、2.5.3(2)、(3)、2.5.4～2.5.7、２.７、２.８、3.1.1(1)、3.1.3

及び 3.2.2～3.2.6 から、次のとおりであった。 

(1) 本船は、平戸島西方沖において、右舷後方からの追い波の中を航行中、第

１波を受けて左傾斜し、その数秒後に船体が第２波の頂に乗って復原力が減

少した状態となり、左傾斜から復原した際、第２波を受けたときに打ち込ん

だ海水が上甲板右舷側に移動して滞留するとともに、積載した網が移動して

右舷側への大傾斜が生じ、傾斜を復原しようと増速して右旋回を続け、傾斜

が増大して右舷ブルワーク上端が没水したことにより、復原することができ

ずに転覆したものと考えられる。 

(2) 船長及び漁ろう長が、第１波に遭遇する前に、大きく減速するなどの操船

を確実に行わなかったことは、本船が第２波の頂に乗って復原力が減少した

ことに関与した可能性があると考えられる。 

(3) 船長及び漁ろう長が、これまでよりも高い波が接近するのを認めた際、転



- 42 - 

覆するおそれのある急迫した状況になるとの予測ができなかったこと、又は

斜め追い波中のブローチングや復原力減少等の航行の危険性やそれを回避す

る方法を熟知していなかったことは、大きく減速するなどの操船を確実に行

わなかったことに関与した可能性があると考えられる。 

(4) 本船が、次のような復原性を悪化させる要因を有していたことが、大傾斜

して復原することができなかったことに関与した可能性があると考えられる。 

① 灯船や運搬船に比べて暴露甲板上の重量物が多いため重心が高いこと 

② 投揚網の利便性等から乾舷が小さいこと 

③ 投揚網のため、船橋構造物が左舷側に配置され、右舷側に作業スペース

が設けられていることから、海水が滞留した場合、右舷側に滞留しやすい

こと 

④ 船首尾の水線下の断面形状が瘠せていること 

(5) 本船は、大中型まき網漁業に係る漁業法に基づく総トン数の上限である 

１３５トンの範囲内で、まき網漁法の作業性及び効率性の向上のため、暴露

甲板上に大重量の網や漁ろう設備等を配置したうえで、広い作業スペースを

確保しようとしたことから、上記(4)のような復原性を悪化させる要因を有す

ることとなったものと考えられる。 

 

３.３ 人の死傷に関係ある救助及び被害の軽減措置状況に関する解析   

２.１及び２.１１から、次のとおりであった。 

(1) 漁ろう長は、本船が、第２波を受けて右傾斜した後、１８０°近く旋回した

時点で、退船命令を出したが、右傾斜した時点又はそれ以前に、転覆するとの

判断を行うことはできなかった可能性があると考えられる。 

(2) 脱出実験の結果から、船体が動揺していない場合、船内のどの場所からも大

人が速歩で１９秒以内に暴露部に脱出することが可能であり、一方、退船命令 

が出てから後部居住区から壁に手をつくことなく歩いて脱出した乗組員がい

ることから、退船命令が出てから転覆するまでの時間は１９秒以上あったもの

と考えられる。 

(3) 死亡した乗組員のほとんどは、退船命令が出た時に後部居住区に居た者であ

り、傾斜が大きくなって中央階段を上がるのが困難であったこと、及びサロン

後部にある脱出口が利用されなかったことが、後部居住区から脱出できなかっ

たことに関与したものと考えられる。 

(4) 上甲板上の食堂、炊事場、操業準備区画に居た乗組員は、機関室の騒音等に

より非常ベルや退船命令が聞こえなかったものと考えられる。 

(5) 死亡した乗組員１１人のうち、救命胴衣を着用していた乗組員５人は、後部
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居住区で発見されており、いったん、救命胴衣置き場に上がって救命胴衣を着

用した後、後部居住区に下りたか、又は落ちた者がいた可能性があると考えら

れる。 

(6) 転覆前に暴露部に脱出した乗組員は、甲板員Ａを除いて、どの経路を通って

脱出しても生還している。一方で行方不明となった乗組員Ｈを除き、転覆前に

暴露部に脱出することができなかった乗組員は、転覆後は浸水、天地逆転、照

明の喪失のため、船内を移動することが困難であったことから、全員が船内で

死亡したものと考えられる。 

(7) 脱出した乗組員１０人のうち、３人が救命胴衣を着用し、７人は救命胴衣を

着用していなかったが、救命いかだＡが脱出した乗組員の近くに浮上した 

こと、僚船が短時間で事故現場に到着したことから、全員が生還できたものと

考えられる。 

(8) 船団が隊列を形成して航行していたことから、僚船が、本船の転覆を早期に

発見し、救助に向かうことができたものと考えられる。 

(9) 救命いかだＡは、転覆前に架台から取り外していたため、本船の転覆と同時

に膨脹用のＣＯ２ボンベが開栓し、正常に展張し、浮上したものと考えられる。 

救命いかだＢは、本船が沈没する直前に浮上しており、転覆状態の本船が覆

い被さるようになったため、浮上が遅れたものと考えられる。 

(10) ＥＰＩＲＢは、本船が沈没する際、自動的に離脱したものの、転覆した本船

が覆い被さるようになったため、本船と共に沈み、船首倉庫付近のグレーチン

グにアンテナが引っかかり、また、水圧により筐体及び内部構造が破壊され、

浮上も発信もしなかったものと考えられる。 

船舶が、転覆した姿勢のまま沈没する場合、本事故のようにＥＰＩＲＢが浮

上しないことが予想され、ＥＰＩＲＢの積み付け場所及び積み付け方法は検討

を要する事項であると考えられる。 

 

３.４ 油等の流出による環境への影響及びその防除に関する解析 

２.１１から、次のとおりであった。 

転覆直後は、Ａ重油及び粘度の高い油が、落水した乗組員の数人が気付く程度の量

の油が流出したものと考えられる。 

沈没後、空気抜き管からＡ重油が流出し、浮流油の色彩と拡散範囲から、４月１５

日０９時１５分に、次のとおり調査中最大の約２３ℓが海面を浮流していたものと考 

えられるが、合計流出量を推定することはできなかった。 

浮流油は、湧出点を起点として長さ約３Ｍ、湧出点付近の幅５ｍ、末端の幅約５０

ｍの細長い台形状に拡散しており、湧出点から約２０ｍまでは、色彩Ｃで油膜厚さ 
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０.０００３mm、面積１０１.６㎡であることから、浮流油量は０.０３ℓ、湧出点から

約２０ｍから末端までは、色彩Ｅ～Ｅ以下で油膜厚さ０.０００１５mm、面積 

１５２,６８３㎡であることから、浮流油量は２２.９ℓである。よって、全浮遊油量は、

約２３ℓとなる。 

 

 

４ 結 論 

 

４.１ 分析の要約 

(1) 事故発生に至る経過 

本船は、平成２１年４月１４日０７時１５分ごろ舘浦漁港を出港して針路を

西南西、速力を約１２～１３kn として航行中、減速し、約１～２°左方に変針

して直進した後、増速して右旋回し、０８時０５分ごろ生月大橋中央灯から 

２４３°９.１Ｍ付近において、転覆し、約２５分後に沈没したものと考えられる。 

船長及び漁ろう長を含む乗組員１１人が溺死したものと推定され、１人が行

方不明になった。 

(2) 転覆及び沈没の状況 

本船は、北北東～北東からの第１波の頂に船尾が追い越されて左舷側に傾き、

数秒後、北～北北東からの第２波が船尾を追い越す際に船尾が波の前面に突き

刺さるようになって海水が後部甲板に打ち込むとともに、約１５秒後、第２波

の頂が船体を追い越すとき、右舷側に大傾斜したため、前進の増速、右舵一杯

としたところ、第２波の背面の斜面を滑り落ちるように右傾斜を増しながら右

旋回し、右舷ブルワーク上端が海水に没して約１８０°近く回頭したとき、転

覆したものと考えられる。その後、本船は、北北東からの風及び波により右旋

回しながら、徐々に船首から沈下して船首を南南西～南西方に向けて、垂直に

近い態勢となり沈没したものと考えられる。 

(3) 事故発生の要因 

① 本船は、右舷後方からの追い波の中を航行中、第１波を受けて左傾斜し、

その数秒後に船体が第２波の頂に乗って復原力が減少した状態となり左傾斜

から復原したとき、第２波を受けたときに打ち込んだ海水が上甲板右舷側に

移動して滞留するとともに、積載した網が移動して右舷側への大傾斜が生じ、

傾斜を復原しようと増速して右旋回を続け、傾斜が増大して右舷ブルワーク

上端が没水したことにより、復原することができずに転覆したものと考えら

れる。 
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② 船長及び漁ろう長が、第１波に遭遇する前に、大きく減速するなどの操船

を確実に行わなかったことは、本船が第２波の頂に乗って復原力が減少した

ことに関与した可能性があると考えられる。 

③ 船長及び漁ろう長が、これまでより高い波が接近するのを認めた際、転覆

するおそれのある急迫した状況になるとの予測ができなかったこと、又は斜

め追い波中のブローチングや復原力減少等の航行の危険性やそれを回避する

方法を熟知していなかったことは、大きく減速するなどの操船を確実に行わ

なかったことに関与した可能性があると考えられる。 

④ 本船が、暴露甲板上に多くの重量物があり重心が高いこと、乾舷が小さい

こと等の復原性を悪化させる要因を有していたことは、大傾斜して復原する

ことができなかったことに関与した可能性があると考えられる。 

⑤ 本船は、大中型まき網漁業に係る漁業法に基づく総トン数の上限である 

１３５トンの範囲内で、まき網漁法の作業性及び効率性の向上のため、暴露

甲板上に大重量の網や漁ろう設備等を配置したうえで、広い作業スペースを

確保しようとしたことから、上記④のような復原性を悪化させる要因を有す

ることとなったものと考えられる。 

(4) 人の死傷に関する解析 

転覆前に暴露部に脱出した乗組員は、１人を除き、どの経路を通って脱出し

ても生還しており、一方、行方不明となった乗組員１人を除き、転覆前に暴露

部に脱出することができなかった乗組員は、転覆後の浸水、天地逆転等の 

ため、船内を移動することが困難であったことから、全員が船内で死亡したも

のと考えられる。 

(5) 油等の流出に関する解析 

本船の沈没後、４月１８日まで空気抜き管から流出したＡ重油の浮流状況の

調査が行われ、４月１５日０９時１５分に、沈没後最大の約２３ℓが海面を浮

流していたものと考えられるが、合計流出量を推定することはできなかった。 

 

４.２ 原因 

本事故は、本船が、平戸島西方沖において、右舷後方からの追い波の中を航行中、

第１波に続いて第２波を受けた際、船体が波の頂に乗って復原力が減少したため、第

２波を受けたときに打ち込んだ海水が上甲板右舷側に移動して滞留するとともに、積

載した網が移動して右舷側への大傾斜が生じ、傾斜を復原しようと右旋回を続けて傾

斜が増大して右舷ブルワーク上端が没水し、復原することができずに転覆したことに

より、発生したものと考えられる。 

本船が第２波の頂に乗って復原力が減少したのは、船長及び漁ろう長が、大きく減
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速するなどの操船を確実に行わなかったことが関与したことによる可能性があると考

えられる。 

船長及び漁ろう長が、大きく減速するなどの操船を確実に行わなかったのは、これ

までよりも高い波が接近するのを認めた際、転覆するおそれのある急迫した状況にな

るとの予測ができなかったこと、又は斜め追い波中の航行の危険性やそれを回避する

方法を熟知していなかったことが関与したことによる可能性があると考えられる。 

本船が、大傾斜して復原することができなかったのは、乾舷が小さいこと、重心が

高いこと、及び船型が瘠せていることなどが関与したことによるものと考えられる。 

本船の乾舷が小さく、重心が高く、船型が瘠せているのは、総トン数の範囲内で暴

露甲板上に大重量の網や漁ろう設備等を配置したうえで、広い作業スペースを確保し

ようとしたことによるものと考えられる。 

 

 

５ 所 見 

 

５.１ 現存まき網船に対する安全対策 

(1) 長崎県は、海上保安部、水産庁等と連携して長崎県旋網漁業協同組合等が行

う「海難防止」のための地域活動プラン事業の支援を行うとともに、県内のま

き網漁業者等に対し、平成２２年２月の「長崎県まき網漁船海難防止検討会」

における成果及び定期的な検証等の今後の方策について、指導を行うことが望

ましい。 

指導に当たっては、上記検討会における提言で取り上げられた独立行政法人

水産総合研究センター水産工学研究所等が作成した「漁船操業安全マニュアル

（平成２１年３月）」及び「漁船操業安全のしおり（平成２１年３月）」を活用

し、ブローチング及び波乗り現象の危険性及び回避法に加え、追い波及び斜め

追い波中の復原力減少の危険性及び回避法について、重点的に指導することが

望ましい。 

(2) 水産庁は、上記の長崎県まき網漁船海難防止検討会における成果及び定期的

な検証等の方策について、関係漁業団体と協力し、全国のまき網漁業者及びま

き網漁船の乗組員に対して、上記(1)に留意し、再発防止策の周知を図ることが

望ましい。 

 

５.２ 新造又は改造まき網船に対する安全対策 

 本船が、１３５トン型まき網船に共通する特徴として灯船や運搬船に比べて暴露甲
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板上の重量物が多く重心が高いこと、船首尾の水線下の断面形状が瘠せていること等

の復原性を悪化させる要因を有していたことが、本事故の発生に関与した可能性があ

る。これらは、大中型まき網漁業に係る漁業法に基づく総トン数の上限である１３５

トンの範囲内で、まき網漁法の作業性及び効率性の向上のため、暴露甲板上に大重量

の網や漁ろう設備等を配置したうえで、広い作業スペースを確保しようとしたことに

よるものと考えられる。 

水産庁及びまき網漁業者は、今後、まき網船の新造又は改造が計画され、実施され

る際には、総トン数の範囲内において網を積載し又は暴露甲板の作業スペースを確保

するために、復原性を悪化させる船型とすることは避けなければならない。 

このため、水産庁は、漁業者が安全性向上のためのまき網船の新造又は改造を行う

場合において、総トン数の増加が必要と認められる場合には、その対応方策について

検討することが望ましい。 

 また、水産庁は、こうした観点からまき網漁業者を指導するとともに、作業性、効

率性及びより高い安全性を兼ね備えた今後のまき網漁法について、専門家及び関係者

の意見を聴きつつ検討を行うことが望ましい。 

 

 

６ 参考事項 

 

 長崎県は、学識経験者、関係行政機関、まき網漁業関係団体等との共催で、平成 

２１年９月に「長崎県まき網漁船海難防止検討会」を設置し、まき網漁船の転覆事故

再発防止策、「旋網漁船の安全運航マニュアル」（平成６年１月（社）西部海難防止協

会・長崎県旋網漁業協同組合策定）の再検討等まき網漁船の海難防止対策を検討した。

平成２２年２月４日には、再発防止策、安全運航マニュアルが継続して活用される仕

組み等の提言を含む報告書が決定、公表された。 

決定後、長崎県旋網漁業協同組合及び日本遠洋旋網漁業協同組合から組合員の各ま

き網事業者に配付された「旋網漁船の安全運航マニュアル」に新たに追補事項を反映

した「安全運航マニュアル」及び「安全運航チェックリスト」のモデルに基づき、事

業者がそれぞれの安全運航マニュアル及び安全運航チェックリストを作成し、実施す

るよう指導を行うこととなった。 

また、新たに連絡推進協議会（仮称）を設置し、定期的に、これらの作成及び利用

状況の検証並びに船舶事故防止に関する情報共有を図っていくこととなった。 
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付図１ 推定航行経路図 
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付図２ １号及び８号の航跡及び本船船団の隊形 
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付図３ 本船の一般配置 
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付図３ 本船の一般配置図 
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付図５ 灯船・網船・運搬船の比較 
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付図６ 中央断面形状の比較 
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